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開  会 

（10：00） 

 

 

 

 

会議録署名議

員の指名 

 

会期の決定 

 

 

 

 

 

 

 

諸般の報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村長の施政方

針 

 

 

 

議  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

 

 

 

 

 

 

 

 

松葉事務局

長 

議  長 

 

 

 

 

大上智議員 

 

 

議  長 

 

 

柾屋村長 

 

 令和 4年 3月 7 日（月）第 2回普代村議会定例会 

ただ今から、令和 4年第 2回普代村議会定例会を開会いたします。 

ただ今の出席議員は、8名であります。定足数に達しておりますので、

会議は成立いたしました。 

直ちに、本日の会議を開きます。 

本日の日程は、お手元に配布いたしました議事日程（第 1 号）によっ

て進めてまいります。 

日程第 1「会議録署名議員の指名」を行います。 

3 番大上浩史議員、4番大上智議員の両議員を、普代村議会会議規則第

120 条の規定により指名いたします。 

日程第 2「会期の決定」を、議題といたします。 

3 月 1 日に開催されました、議会運営委員会の結果報告では、本日か

ら 3月 14 日までの 8 日間でございますが、お諮りいたします。 

今期定例会の会期を議会運営委員長の報告のとおり、本日から 3月 14

日までの 8 日間と決することに、ご異議ございませんか。 

（異議なし） 

ご異議なしと認めます。 

よって会期は、本日から 8日間と決定いたします。 

日程第 3「諸般の報告」を行います。 

はじめに、議員辞職の件を報告いたします。3 月 4 日付けで中上一登

議員から辞職願が提出され、事情やむを得ないものと認め、地方自治法

第 126 条の規定により議長において辞職を許可いたしましたので報告い

たします。 

次に、報告書を事務局長に朗読させます。 

松葉事務局長。 

ご説明させていただきます。 

（以下、事務局長報告、記載省略） 

次に、広域関係等の報告でございます。県後期高齢者医療広域連合の

報告は配布してあります資料のとおりでありますのでお目通し願いま

す。 

久慈広域連合は大上智議員より、お願いいたします。 

4 番大上智議員。 

令和 4 年 3 月 3 日午前 10 時より久慈市議会議場にて、第 10 回久慈広

域連合議会定例会が行われましたのでその報告をいたします。 

（以下、大上智議員報告、記載省略） 

以上で、「諸般の報告」を終わります。 

日程第 4「村長施政方針」演述を行います。 

柾屋伸夫村長。 

議長のお許しございましたので、本議会において、令和 4 年度の当初

予算(案)などをご審議いただくにあたり、各施策の概要を申し述べ、議
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員各位や村民の皆様のご理解とご協力をお願いさせていただきます。 

はじめに、本年は令和元年台風災害から 4 年目を迎えることとなりま

す。改めて被災された皆様にお見舞いを申し上げ、復旧へのご尽力に敬

意を表しますとともに、村民の方々のご協力に感謝させていただきます。

また、全国からのお励ましにお礼を申し上げ、今後も一日も早い復興の

完遂に努めてまいりますので、引き続き温かく見守ってくださるようお

願をいたします。 

 さて、本年 1月 15 日に発生したトンガ王国での海底火山大規模噴火の

影響で、本村にも津波警報が発表され、避難指示の発令もさせていただ

きました。今後は、日本海溝・千島海溝地震の発生確率が高まっている

ことも踏まえ、避難のあり方などの再確認に万全を期すよう取り組んで

まいります。 

 また、県内での新型コロナウイルスへの感染が、1 月中旬から急激に拡

大し、今なお続いております。国産の治療薬などの実用化が遅れてもい

る状況ですので、引き続き気を緩めずに、基本的な感染防止対策のこれ

まで以上の徹底とワクチン接種へのご協力もお願い申し上げながら、来

年度の主要施策について説明をさせていただきます。 

まず、主要施策の 1 点目ですが、村民の皆様の暮らしや健康を守るた

めの新型コロナ感染防止対策の徹底に最優先の取り組みを行ってまいり

ます。県内での第 6 波の爆発的な感染拡大は、依然としてピークアウト

する気配もありません。今後も新たな変異株によるまん延が繰り返され

る恐れもあります。引き続き、マスクの着用などの基本的な感染防止対

策の徹底についての啓発に一層にも努めてまいります。そして 1 月末か

ら実施中のワクチンの追加接種を計画に沿って円滑に推進をし、4 月末

までに対象希望者のほとんどの接種を完了するよう取り組みます。また、

特にも商工・観光業などは厳しい状況が続いておりますので、必要な支

援策や終息後に向けた活性化策への取り組みに努めます。 

2 点目は、令和元年台風災害復旧事業の完遂であります。現在住宅再

建と公共土木施設復旧の一部事業に繰越が予定されておりますので、こ

れを令和 4 年内に完了させるよう取り進めます。 

住宅では、11 月中旬までに再建策を予定する被災者への再建支援補助

に取り組みます。公共土木施設は、全 66 件が発注済みとなった中で、本

年度内に54件が完了し、道路9件と橋梁3件が繰り越しとなりますので、

この一日も早い完了に取り組み、全体的な復旧完遂につなげてまいりま

す。 

なお、台風災害復旧事業の推進には、盛岡市・滝沢市・二戸市から応

援技術職員の派遣をいただきました。心からのお礼を申し上げます。 

また、県営事業の「普代の沢砂防堰堤整備工事」は来年度完成が予定

されているほか、村においても「上区地区排水ポンプ整備工事」の来年

度完成を目指した取り組みを続けるなど、災害に強い村づくりの推進に
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も鋭意努めてまいります。 

3 点目は、昨年 10 月までの 1 年間に住基人口で 50 人の減少となって

おります。社会経済活動の担い手の不足はもとより、村全体の魅力や活

力の低下への影響が少なくない中で、その抑制などの取り組みを行う「ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」の推進に全力を挙げてまいります。 

地方創生事業では、村の魅力をしっかりと発信する中で、その魅力を

生かした仕事モデルの創出や移住者の誘致、その伴走支援に取り組み、

産業・経済の好循環につなげてまいります。 

また、移住志向の方々へのコーディネーターからの情報発信、普代ラ

ジオでの青の国の魅力発信などを行いながら、地域おこし協力隊や地域

づくりアドバイザーとも協力し合って、村の魅力の掘り起こしや磨き上

げ、関係人口の拡大などに努めてまいります。 

また、「ふるさと納税」は返礼品提案業者との連携強化に努めた取り組

みを一層にも進めるとともに、「企業版ふるさと納税」の運用にも取り組

んでまいります。 

以上の施策について、優先的な取り組みを行ってまいります。また、

総合発展計画の基本目標ごとの主要施策につきましても、その実現を加

速化するよう、以下の諸事業を推進してまいります。 

まず、「学ぶ喜びを村づくりにつなげる」施策として、就学前教育では、

「はまゆり子ども園」の保育所型認定子ども園・子育て支援室の機能の

適切な発揮と保育の質の向上に努めつつ、ＮＰＯ法人が運営する「森の

ようちえん」の生きる力を育む特色ある保育活動も支えてまいります。 

学校教育は、小中一貫教育の深化に努めつつ、ＩＣＴ教育の環境、ス

クールバス更新、学官連携推進事業などに取り組みます。また、義務教

育学校建設予定地の決定手続きを推進しつつ、用地造成や基本設計への

準備にも取り組みます。 

スポーツは、はまゆりスポーツクラブへの事業委託を継続しつつ、村

民相互の広範な交流なども活発化するよう努めます。 

社会教育は、放課後子ども教室や学校・地域協働事業の充実に取り組

むとともに、伝統や文化を学ぶ講座などを開催しつつ、「鵜鳥神楽保存会」

などへの活動支援も行い、芸術・文化振興を期してまいります。 

次に、「未来を拓く活力ある産業を育てる」施策として、水産業では、

新規就業者確保事業や水産業活性化事業を行いつつ、漁港整備は、県営

の太田名部と堀内や村営の沢などの整備を進めます。新魚市場整備は、

実施設計を行います。また、「海フェスタｉｎふだい」は休止とします。 

農業は、和野山での湧水処理を行うとともに、ホウレンソウでの土壌

消毒、種子購入、新規作物栽培などへの助成を行います。 

鳥獣防除は、資機材や活動への助成を行い、被害防止に努めます。 

林業は、原木しいたけ生産の持続のための植菌助成を継続しつつ、ナ

ラ枯れ防止にも取り組みます。森林環境譲与税事業では、第 11 地割～第
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15 地割の森林所有者の意向調査や現地確認などを進めます。 

また、村有林の植林等やマツタケ講習会の開催にも取り組みます。 

商工業は、地方消費拡大のプレミアム付商品券発行や青の国ブランド

の販売促進を支えてまいります。 

また、新たに新規起業補助を運用するとともに、運転資金等確保預託

や経営指導支援商工会補助を継続してまいります。 

観光は、「ふだいまつり」や諸イベントを開催するとともに、観光バス

誘致、宿泊助成を実施しつつ、普代浜海水浴場の再開や黒崎キャンプ場

の利用期間延長なども行い入込拡大を期します。また、国立公園利用拠

点整備に継続して取り組みながら、人道橋やＲＶパークが供用となるキ

ラウミ公園やみちのく潮風トレイル、恋する灯台などの活用にも努めま

す。 

なお、くろさき荘の運営は、復興特需の終わりに加え、本年度も新型

コロナ感染拡大の影響により、宿泊客数がコロナ禍前を 2 割程度下回る

見込みです。収支は、宿泊収入に加えまして、宴会等収入が大幅な減と

なり、昨年度と同様に極めて難しい状況となっております。よって、本

年度におきましても、一般会計からの運営支援が不可欠であり、議員各

位や村民の皆様に衷心よりのお詫びを申し上げながら、ご理解のほどお

願いをさせていただきます。 

また、来年度につきましても、コロナ禍の収束や観光動向など見極め

難く、厳しさが続くことも予測されますが、村にとって不可欠な施設の

持続のため、観光サイドでの先々に向けた周辺施設の着実な魅力アップ

の後押しもいただきながら、一層の地元利用の増や番屋めし誘致などを

含めたコロナ禍後も見据えた誘客活動に全力を尽くします。 

次に、「健やかに、安心して暮らせる環境をつくる」施策として、一般

保健活動では、遠隔健康相談や検診受診率向上対策、検診受診一部負担

金助成、健康ポイント事業などを行い、健康増進意識の向上はもとより、

生活習慣予防による健康長寿の推進に努めます。また、インフルエンザ

予防接種無料化の継続や医療機器更新などにも取り組むとともに、妊

娠・出産・子育ての相談に対応しつつ、保健指導なども行う「子育て世

代包括支援センター」を開所し、子育て等支援の強化を期してまいりま

す。 

高齢者保健福祉は、直営化 3 年目の地域包括支援センターの安定的な

運営を図りつつ、生活支援ハウスや小規模多機能ホームの運営助成、看

護・介護職養成奨学金貸与なども行いつつ、普代福祉会と連携し質の高

いサービス提供に努めます。 

また、福祉タクシー助成や緊急通報体制の確保なども行うとともに、

シルバー人材センターや社会福祉協議会への運営助成や人的支援も行

い、高齢者相談や生きがい活動を支えてまいります。敬老会は、演芸鑑

賞会と敬老のお祝い商品券事業を行います。 
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次に、「自然と共生する安全で快適な環境をつくる」施策として、地球

温暖化対策における公共施設のカーボン・マネジメント強化事業が完了

したことから、家庭用の太陽光発電・蓄電設備助成への取り組みを強め

ながら、村全体のゼロカーボン計画の調査を進めます。また、道の駅へ

の電気自動車充電スタンドの整備を行うとともに、普代沖での洋上風力

発電についての国の調査などへの積極的な協力も行います。 

 住宅は、力持と芦渡の修繕や浄化槽設置改修加算付リフォーム助成な

どを行うとともに、旧南浜住宅の解体も進めます。 

道路河川では、普代平井賀線舗装打ち替えや力持浜トンネルなどの道

路施設点検補修設計を行います。また、橋梁長寿命化では、芦生大橋の

補修設計や村内 8橋の点検修繕計画策定に取り組みます。河川維持では、

大沢川などでの堆積土砂撤去も行います。 

水道・漁集事業では、効率的な事業運営のための地方公営企業法適用

化移行事業を行います。 

汚水処理は、個別合併処理の拡充に向けたかさ上げ補助を継続し、普

及拡大に努めます。 

防災は、頻発・激甚化する異常気象災害地震・津波災害に備えるよう、

防災行政無線機能強化や災害後方支援拠点広場整備などを行うととも

に、防災マップ作成にも取り組みます。 

交通安全は、通学路交通安全プログラムへの着実な取り組みを行いつ

つ、引き続き事故防止や飲酒運転撲滅への啓発を強化します。また、犯

罪のない安全・安心な村づくりに資するよう再犯防止推進計画の策定に

も取り組みます。 

次に、「持続可能な仕組みをみんなでつくる」施策として、信頼される

役場づくりに資する職員資質の向上のため、市町村職員研修協議会での

諸研修はもとより、村独自の人事評価やハラスメント研修への受講拡大

を図り、時代の変化に的確に対応でき、柔軟な発想と行動力を備えた職

員の育成に努めます。 

行政サービスの向上では、郵便局での村税等の収納を 4 月より行いま

す。また令和 5 年 1 月を目途に、コンビニでの証明書交付を開始するほ

か、同年 4 月から、コンビニやスマートフォンでの収納を開始するため

の準備作業も進めます。 

財政運営は、優遇起債活用により、実質公債費比率は低下が続き、将

来負担比率もゼロ水準で推移してございます。今後も健全性を確保して

いくよう、各事業のコスト削減と特別会計繰り出しの抑制に努めます。

また、財政調整基金は、今後の大規模建設事業も視野に入れつつ、諸災

害にも万全に対応できる水準を維持します。 

広域行政は、久慈広域連合での地域包括ケアシステムの深化や認知症

高齢者支援体制の構築などに取り組む介護保険事業、複雑多様化する消

防需要への広域的な対応と通信体制強化のための「いわて消防指令セン
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ター」の整備などに取り組む消防事業、プラスチック資源循環の促進、

新たな汚泥再生処理センターの運営に取り組む衛生事業の円滑な推進に

構成市町村とともに努めてまいります。 

なお、久慈広域の道の駅施設は来年 3 月の完成予定で工事中となって

ございます。本村分の市町村情報発信ブースの活用準備も進めます。 

沿岸知的障害児施設組合は、3月 15 日に「はまゆり学園」の閉園式が

執り行われ、来年度末までに施設解体と組合の解散手続きが進められま

すので、この順調な推進に構成市町村とともに取り組みます。 

以上、令和 4 年度の主要施策について、新型コロナ感染防止と影響が

続く産業経済の活性化への取り組み、台風災害からの復旧の完遂への取

り組み、人口減少抑制や村の元気回復を図る総合戦略への取り組み、そ

して、村トッププランの基本目標を達成していくための諸事業への取り

組みについてご説明させていただきました。 

来年度への船出もコロナ禍や漁業不振から抜け出す灯が見えない中の

船出ということになります。先人たちも幾度となく、より厳しい船出を

強いられながら、一心に村の持続とさらなる発展を思い、困難を乗り越

え続けたものと存じます。 

私どもも、一日も早く、この困難を乗り越え、街なかや道の駅、普代

浜園地キラウミなどがにぎわい、魚市場や各浜にも活気が溢れ、村内ど

こでも元気な子供たちや若者、女性などの弾む声が聞こえてくる村を次

の世代につないでいかなければなりません。 

議員各位をはじめ、関係諸団体や村民の皆さまには、ますますにも一

致団結して底力の発揮をいただき、村が生き生きと蘇生していくようお

力添えを賜りますとともに、私も、その先頭に立ち、渾身の力を傾注し

て取り組みますので、さらなるご指導・ご協力もお願い申し上げ、所信

の表明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

以上で、「村長施政方針」演述を終わります。 

日程第 5 教育長より「令和 4 年度普代村教育行政基本方針」の説明を

行います。 

三船雄三教育長。 

議長のお許しをいただきましたので、第 2 回普代村議会定例会が開催

されるに当たり、令和 4 年度の教育行政各分野の基本的な考え方と施策

の大要についてご説明を申し上げ、議員各位のご理解とご協力を賜りた

いと存じます。 

 はじめに、本村教育の推進につきましては、議員各位をはじめ多くの

皆様のお力添えをいただき、子供たちの健やかな成長が図られておりま

すことに心から感謝を申し上げます。 

 令和 3 年度におきましても、子ども園、小中学校共、引き続く新型コ

ロナウイルス感染症に対し、徹底した予防対策を講じながら、「子供たち

の学びを止めない」という思いで、学びの保証に努めてまいりました。
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今後におきましても、状況を把握しつつ、的確な対応を継続してまいり

ます。 

 令和 3年度は、2年度において、実施・開催を見送ったスクールフェス

タ、村文化祭、成人式等につきましては、感染対策を徹底し、規模縮小、

分散開催等の措置を講じながら実施いたしました。 

 学校では、学力向上はもちろん、災害・防災・復興教育、いじめや学

校不適応問題、情報モラルや児童生徒の居場所づくりと絆づくりの推進、

特別支援教育の充実、ＩＣＴ教育、さらには教職員の働き方改革等々、

複雑化、多様化が進む課題に対応しながら特色ある学校づくり、社会・

地域との連携をさらに進めた学校経営を進め、チーム学校としての組織

的な取り組みを進めております。教育委員会では、本村の子供たちにふ

るさとへの愛着や誇りを持ち、「確かな学力」・「豊かな心」・「健やかな体」

を総合的に兼ね備え、変容する社会に適応し、社会を創造するための「生

きる力」、さらには「情報活用能力」を育む教育に力を注いでまいります。 

 社会教育や家庭教育についても、残念ながら予定していた事業等、見

送らざるを得ない状況もございました。しかし、コロナ禍の中でも村民

一人ひとりが、豊かで活気に満ち、生涯にわたり、学び続けられる環境

づくりに取り組んでいくこと、大切と思っております。 

 以上のことを踏まえ、令和 4 年度の教育行政各分野の基本的な考え方

と施策の大要について申し上げます。 

「幼児教育」については、子供たちが心豊かにたくましく生きる力を

身に付け、生涯にわたる人間形成の基礎を培う重要な役割を担うもので

す。遊びを通し「主体的に学ぶ」本来の教育の目的を進めながら、豊か

な生活・自然体験等を積ませ、「主体的・対話的で深い学び」につながる

よう配慮し「生きる力」の基礎づくりに努めてまいります。幼児期の教

育と小学校教育の継続は、子どもの発達や学びの連続性を保障するため、

円滑に接続し、体系的な教育を組織的に行うことが重要となります。 

核家族化や共働きの増加等ライフスタイルの変化は子育て環境を大き

く変化させております。家族や地域とのつながりを深め、地域で育てる

視点を大切にしながら、令和 4 年度には、県の「幼児教育センター」が

設置されることを受け、幼・小連携教育、保育の質の向上を図る教員研

修を充実させ、園経営の改善・発展に向けた施策を進めてまいります。 

次に、「小中一貫教育」は、義務教育 9 年間を通じ、子供たちの学力や

能力の向上はもちろん、個々の児童生徒が将来的に社会を担う一員とし

て自立できるよう従来以上に子供たちに社会性や自己意識などの育成を

系統的に実践する取り組みです。本村では、児童生徒の理解に努めなが

ら、9 年間における指導のあり方、学力保障等について、普代村小中一

貫教育研究会を中心にその研修を進めております。小・中合同の文化祭

「スクールフェスタ」は、9 年間の学びの成果を実感し、これまで積み

上げてきた小中一貫教育の成果が期待される取り組みです。令和 3 年度
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は新型コロナウイルス感染症予防対策のため、小・中別々での実施とい

たしました。状況にもよりますが、令和 4 年度は、基本的に従来のかた

ちでの実施に向け進めてまいります。 

一貫校建設につきましては昨年度、令和 9 年度開校との方針が打ち出

され建設に向けてのプロジェクトチーム、庁内検討委員会を立ち上げま

した。検討を進める中で、本村では小中一貫校ではなく、学校教育法の

改正により、平成 28年度に新設された義務教育学校が適との判断で進め

ることとしております。今後議員各位のご指導も賜りながら、目標年度

開校に向け、諸作業の加速化を図ってまいります。 

「確かな学力の育成」についてですが、新しい時代に必要となる資質・

能力の育成を目指す新・学習指導要領に沿い、小・中学校では、子供た

ちの「知識及び技能」、「思考力・判断力・表現力」、「学びに向かう力、

人間性等」がバランスよく育まれるよう、授業改善に取り組んでおりま

す。 

今後も児童生徒一人ひとりに確かな学力を育成するため、さまざまな

知恵を出し合い、学習の「見通し」、「課題解決」、「振り返り」といった

「岩手の授業づくり 3 つの視点」の向上を図ります。そして「主体的・

対話的で深い学びの実現」に向け「知・徳・体」を総合的に兼ね備えた、

社会を創造できる人間の育成と、「つまずき」を生かした児童生徒の一人

ひとりの資質・能力の向上を目指した、確かな学力の育成に取り組んで

まいります。 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、テレワーク、リモート等、

世の中全体にデジタル化、オンライン化を大きく促進しました。学校教

育もその例外ではなく、学びを保障する手段として、多様な子供たちを

誰一人として取り残すことなく育成する「個別最適な学び」と、子供た

ちの多様な個性を最大限に生かす「協働的な学び」を一体的に実現する

ためには、「ＧＩＧＡスクール構想」で整備したＩＣＴ機器の活用が必要

不可欠なものとなりました。 

これまでの実践と、ＩＣＴとを最適に組み合わせ、さまざまな課題を

解決し、「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善に取り組

んでいけるよう研修の機会を重ね、体制の整備も充実させてまいります。 

特別な支援を必要とする児童生徒につきましては、コーディネーター

を中心に支援・指導・研修体制を図り、特別支援学級あるいは、通常学

級での支援や関係機関との連携を重視し、きめ細やかな支援を継続して

まいります。 

小・中学生を対象とした学習塾につきましても、児童生徒が、自ら進

んで学習する場を提供することで、学力向上及び学習習慣の定着を図っ

てまいります。 

「豊かな心の教育」についてでございますが、「豊かな心の教育」につ

きましては、生命や自然、伝統、文化を尊重し、自他の命を大切にする
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心を育む、道徳教育や復興教育、安全教育、キャリア教育が、計画的・

実践的に推進されるよう、その充実に努めてまいります。 

令和 4 年度、普代小学校が「岩手県道徳教育推進事業」の研究指定校

に指定されることになりました。具体的な研究テーマを設定し、1 年間

を通し、道徳教育に関して実践的な研究に取り組みます。教育委員会と

しましても、研究の適切な実施のため、全面的にサポートし、必要な指

導、助言、援助を行ってまいります。 

いじめに関しては、学校が集団生活の場である以上、いつでも起こり

得ることと捉えております。児童生徒の人権を守る観点からも緊張感を

もって未然防止、早期発見・早期対応、早期解決に向け徹底した取り組

みを行ってまいります。 

不登校児童生徒に対しましても、初期対応・適切な対応を図るため、

家庭とのつながりを密にし、さらには教育相談体制の充実を図り、児童

生徒にしっかりと寄り添った対策を推進してまいります。 

次に、「健やかな身体の育成」につきましては、児童生徒の体力向上、

健康の保持増進、安全に対する意識の高揚を図るため、運動の楽しさや

喜びを感じる授業の充実、部活動の活動方針に基づく活性化を図ります。 

令和 3年度普代中学校が、第 15 回毎日カップ中学校体力つくりコンテ

ンストで文部科学大臣賞、そして「岩手県はばたき賞」を受賞しており

ます。コロナ禍の中にあっても、前を向き、チャレンジしてきた子供た

ちにとって大きな自信になったと思っております。令和 4 年度も引き続

くコロナ下ではありますが、前に進める、前に進む気持ちだけは自粛せ

ずに、鋭意取り組んでまいります。 

食育は人間が知識や道徳、体育の基礎を育むにあたり、その前提とな

るものであり、私たちの肉体の健康だけでなく心の健康も支えるもので

す。愛情をかけた食事が子供たちの中に本当の愛情を育てる。愛情をか

けた教育が子供たちの中に本当の学びを育てる。そうした思いを持ち、

安全でバランスのとれた給食の提供はもとより地場産品を積極的に取り

入れ、郷土愛を育む食育指導など引き続きその充実に努めてまいります。 

次に、生涯学習ですが、生涯学習は、第 5 次総合発展計画の基本計画

を踏まえ「新・普代村生涯学習プラン」に掲げる 6 つの目標に沿い、事

業の展開を図ってまいります。 

はじめに、「家庭教育力の向上」ですが、少子化・核家族化が進み、育

児・しつけ等に関する知識、体験が少なくなり、不安や悩みを抱え、孤

立する親の増加が、社会問題となっています。家庭本来の教育機能の回

復に向けた取り組みを、子育てに関する部署やＰＴＡとの連携を通し進

めてまいります。また教育委員会だより「まなび」を活用し、家庭教育

に関する情報提供にも努めてまいります。 

次に、「子どもを育む地域教育力の向上」ですが、地域の教育力の向上

につきましては、放課後子ども教室、矢巾町との交流事業、体験活動等、
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さらには普代型スクール・コミュニティを柱とした学校・家庭・地域と

の連携を促進し、学校と地域が一体となって、特色ある学校づくりを進

め「地域と共にある学校」、「学校を核とした地域づくり」を目指します。 

「生涯スポーツの振興」につきましては、村民がスポーツを通し、豊

かな人間関係を育成し、地域そして村を活性化するために極めて重要と

考えています。はまゆりスポーツクラブの充実を図り、幼児から高齢者

の皆さんまで健康で明るく過ごせるようさまざまな運動の機会の提供に

努めてまいります。また、教育委員会主催の大会も行い、スポーツの推

進と村民の皆さんの交流を図ります。 

次に、村民の皆さんの「生きがいづくりと多様な学習活動」を支えて

いくために、社会教育団体との活性化が極めて重要となります。そのた

めに、文化サークル団体・子供会等の自立的活動を支援します。 

生涯学習を推進する上では、生涯学習環境と推進体制の整備・充実が

欠かせません。多様化・高度化する村民の皆さんの学習ニーズに応える

よう努めてまいります。 

次に、「伝統文化の継承と芸術の振興」ですが、本村の宝である鵜鳥神

楽につきましては、鵜鳥神楽保存会の自主的活動を強く支援し、未来永

劫、この素晴らしい伝統芸能が伝承・継承されていくよう協力してまい

ります。 

また、育成会を中心とした、普代中学校の中野流鵜鳥七頭舞の育成に

も力を注ぎます。昨年度はコロナ禍で思うような発表の機会も少なかっ

たこと残念に思いましたけども、中学校の伝統の灯を消さないよう、取

り組んでまいります。また、村内で活動する諸文化団体も同様でしたが、

引き続きの支援を行い、芸術文化協会、諸文化団体の活動の充実・活性

化に向けた取り組みを進めてまいります。 

次に、「地域社会の変化に対する学習の推進」についてですが、スマー

トフォン、パソコン等の情報機器は、もはや生活の一部となり学習にお

いても効果的な機器です。一方でトラブルも多発しております。情報モ

ラルの問題は、保護者の関わり方や家庭環境に大きな課題があるとも思

っております。正しい情報活用能力を高めるための指導を、学校、教育

振興運動と連携し進めてまいります。 

また、図書室では生涯学習の土台を支える機関として蔵書の充実を図

っておりますが、デジタル図書の普及も視野に、幼児期から親子で本に

親しむブックスタート事業、親子読書の展開、移動図書・学校図書室の

充実など、村民誰もが本に親しむことができる、読書環境整備を進めて

まいります。 

以上、令和 4 年度の基本方針・施策の大要について、その一端を申し

述べさせていただきました。 

令和 3 年度も、新型コロナウイルス感染症対策ということで、さまざ

まな行事、事業が中止・延期あるいは規模縮小での開催等、余儀なくさ
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れた 1年となりました。 

令和 4 年度におきましても、コロナ禍の不安はぬぐえません。先行き

不透明ではありますが、村民各位の深い愛情をいただきながら、幼・小

連携教育、そして 9 年間の学びの連続性や発展性を踏まえた学校教育、

村民の皆さんのスポーツ・文化・芸術活動の充実、学びの機会の提供に

鋭意努めてまいります。議員各位と村民の皆さまの一層のご理解・ご協

力を心からお願い申し上げます。 

以上で、三船教育長の「令和 4 年度普代村教育行政基本方針」の説明

を終わります。 

日程第 6「一般質問」を行います。 

一般質問は、一問一答方式で行います。 

質問者 1 人当たりの持ち時間は、答弁を含め 60 分以内です。10 分前

にはベルを鳴らしますので、質問者及び答弁者のご協力をお願いいたし

ます。それでは、通告順に質問を許します。 

4 番大上智議員の一般質問を許します。 

4 番大上智議員。 

4 番大上智でございます。現在北京にて平和の祭典冬季パラリンピッ

ク競技が開催されており、日本人選手団の活躍が期待されるところでご

ざいます。一方現在の世界の情勢を見ますと、平和の祭典と逆行するよ

うに今なおコロナウイルス感染症に脅かされている状況から逃げ出せ

ず、第 7 波襲来が気にかかるところでございます。また東欧諸国におい

てはロシア軍の侵攻を受けているウクライナ情勢が非常に気にかかると

ころでございます。一刻も早いコロナ終息とウクライナの平和的解決を

祈るばかりでございます。 

それでは早速ですが、議長のお許しを得まして、通告に従いまして、

一般質問をさせていただきます。一般質問の 1 番目の質問は、「漁業の持

続化支援策について」でございます。 

海の環境は、温室効果ガスによる地球の温暖化などで大きく変化して

おり、魚類生産額にも極端な落ち込みを招きました。その結果、本村の

ほとんどの定置網組合において、経費倒れになりかねない状況で今期を

終了し、今後の定置網経営の持続に対し、大いなる危機感を持っている

状況でございます。 

また、養殖漁業においても、沖施設は大震災からすでに 10年以上経過

しており、老朽化による影響が出始める年数でございます。 

そこで、国等の多々あると思われる補助事業制度の中から、今の漁業

者救済に利用可能な補助金等を引き出す方策とともに、村自体において

も独自の視点で持続化給付金的なものを創設し、その窮地を救うべき必

要があると考えることから、以下についてお伺いします。 

1 番、直近 3 年間の漁業の状況を見ますと、春のワカメへのスイクダ

ムシ付着被害による、ほぼ全量廃棄から始まり、コロナウイルス感染症
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対策によるコンブの流通悪環境に伴う単価安に秋サケの大不漁が重な

り、近年において経験したことのない危機的な状況です。 

特に秋サケ漁については、今後においても早期の資源回復を期待でき

ないところでございます。このような状況にある本村漁業の持続化につ

いて、どのような見解をお持ちかお伺いします。 

2 番、本村の漁業の現状を鑑みて、漁業者に対する何らかの新たなる

支援策をお持ちかお伺いします。 

3 番、令和元年度当初予算の水産振興費の賃金に計上されていた養殖

場給餌作業賃金的なものは、令和 4 年度に予算化されるものかお伺いし

ます。 

4 番、新魚市場建設事業の現在の進捗状況をお伺いいたします。 

柾屋村長。 

大上智議員の、「漁業の持続化支援策について」の質問にお答えをいた

します。議員お話しのとおり、ここ 3 年間の漁業の状況は、本村のみな

らず県内各市町村とも、深刻な状況にあり、その持続への危機感も強め

ているところでございます。 

そして、本村などの漁業が、将来にわたって持続をしていくためには、

漁業者自らが、現在直面している環境の変化に伴う事態が、中長期的に

続くリスクであることをしっかりと認識しながら、生産現場も、流通・

加工等の現場も先々には定置網だけで、秋サケだけでといった単一の漁

業、魚種、漁法に頼るばかりでなく、多様な漁業・漁法に取り組んでい

くことが重要というふうに強く言われているところでございます。 

先般の議会でも勝手にお話しをさせていただきましたが、養殖漁業・

ワカメ・コンブの漁場での空き漁場、これを漁協自営や各定置網組合内

の諸グループで、養殖に取り組んでみてはどうかという思いもしてござ

いますし、労働力不足解消への外国人研修生の活用もされたり、定置網

漁業では、特にも厳しい経営状況の共同漁場の持続がかなっていくよう

に場合によっては、自営化そして協業・共同化なども検討してみたらど

うかというふうに思ってございます。 

また、磯漁業では、漁港ストックの活用や効果的な給餌によります、

蓄養事業を本気になって推進をするとともに、民間企業などとともに連

携しながら、新たな魚介類の養殖実験や漁業体験をサービスにしたこと

での収入増を図るなどのチャレンジもしていくこと、これもやっぱり本

村漁業の持続化につながっていくものというふうにも考えさせていただ

いてございます。 

確かに、これらの取り組みには、大変に厳しい課題や調整に困難を極

めることが多々あろうというふうに存じますけれども、是非国・県、そ

して研究機関などの協力が得られるうちに、漁業者、漁協さんが一体と

なり、課題などを解消しつつ具体取り組みをスタートさせ、これを村が

これまで以上に総力を挙げて支援することで、必ず持続させていかなけ
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ればならないものというふうに私も考えさせていただいてございます。 

次に、支援策のことでございますが、多様な漁業などへの取り組みや、

定置漁業、養殖漁業の協業・共同化、さらには漁港ストックなどを活用

した蓄養そして漁業体験メニューづくりなどへの取り組みについて、そ

の費用の一部などの補助・助成を、議会さんや漁協さんからのご意見も

お聞きしながら取り組んでいければというふうに思ってございます。単

なる収入補填ではない、先々に向けた改善・改革等への取り組みに対し

まして実施をしていきたいなというふうに思ってもございます。また、

コロナ禍での在庫過剰といったようなこともあるやにお聞きをしますの

で、海藻類の村での協力しての活用などについても、議員さん方と相談

をしながら、村独自の事業などにより行ってまいることができるかなと

いうふうにも考えさせていただいてございます。 

次に、水産業活性化事業での、アワビ・ナマコ等の適地放流、ワカメ・

コンブ残さの給餌、磯焼け状況や放流効果の調査などへの村単事業でご

ざいますけれども、そういったものに村独自で 900 万円の予算を計上し

てございます。これに加えまして、県補助金を入れての藻場再生用のブ

ロック投入試験に 100 万円を予算計上してございます。これら併せて

1,000 万円でございますが、これにつきましては、補助内容は固定をし

ているものではなく、漁協さんの意向を確認しながら決めているもので

ございます。漁協さんが事業主体となった取り組みを上程をしていると

ころでもありますことを申し添えさせていただきます。 

次に、新魚市場建設事業の進捗状況ですが、令和元年度に基本計画の

策定と事業計画の国への提出を終了し、令和 2 年度から概ねの事業費や、

規模・配置等を詰める基本設計に取り組み、本年度末でこれを完了する

ことでおります。来年度からは、実施設計に着手をし、詳細な設備など

の内容を決定してくこととなりますし、併せまして、指定管理受託予定

の漁協さんなどとの細部の協議なども進めることでおります。それらが

順調に進めば、令和 5年～6年、1 年半か 2カ年ですか、かかりまして建

設工事の方進めてまいるというふうな予定でありますことを申し上げま

して、答弁とさせていただきます。 

4 番大上智議員。 

ただ今の 2 番の質問について再質問いたします。国の食を供給する責

にある一次産業の一端を担う漁業においては、令和 2 年 12 月に施行され

た漁業法等の一部を改正する等の法律において、水産資源の適切な管理

と水産業の成長産業化の両立と漁業者の所得向上と年齢バランスのとれ

た漁業就業向上の確立を目指すとうたわれておりますが、今の現状、4

年前の平成30年度までの13年間のサケの水揚げ平均尾数は38万尾だっ

たものが、この直近の 3 年間は急激な不漁となり、特に今年度はそれの

たった 2.4％の 8,000 尾にまで落ち込む実績で終了となりましたが。金額

においても、同様に漁協の受託販売取扱い高は平成 30 年度においては 15
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億円だったものが、令和 2年度においては、それの半分にも満たない約 7

億円まで落ちてしまいました。漁業者においては、これからの生活に不

安を抱えながらの漁業経営を余儀なくされるものであります。 

ご存じのように、確かに国では漁業共済掛金助成事業である漁業収入

安定対策事業とか燃費等の高騰の影響緩和事業の漁業経営セーフティー

ネットとか儲かる漁業創設支援事業の漁業構造改革構築事業等の支援施

策は講じられていますが、3年続きの不漁により、本村の漁業現場は疲弊

しており、共済金の計算基礎となる、水揚げ金額の減少等により、補填

共済金の補償枠も下がる一方で、このままでは国の食の一端を担ってき

た漁業経営持続化が危ぶまれる状況でございます。原資となる個人資本

が薄れ、一番大切な、現役世代漁業者が将来を見通せず疲弊しており、

活力が極端に落ちているように見受けられます。この現状を打開するに

は、何か強力なカンフル剤的な政策が不可欠です。前述の水産政策改革

という長期的政策支援はもちろん必要ですが、後継者問題を含めた漁業

の経営持続化を支援する今いまの政策を講ずることも必要と考えます

が、見解を伺います。 

 柾屋村長。 

お答えをさせていただきます。前段の方にお話しがあった大変本村漁

業が持続をしていくための現状が大変に厳しい状況であるというふうな

こと、先ほどもお話ししましたけれどもそのとおりでございますし、私

どももそのような認識をしているものでございます。先ほどの答弁でも

お話ししましたけれども、村でもできるだけ工夫していかなければなり

ませんけれども、単なる水揚げの減収の補填をしていくことも必要です

けども、それだけではどうしても持続化につながっていかないというふ

うな思いもいたします。先々に向かって何とか、改革・改善をしていこ

うといったようなことに何とか応援をして持続化を図っていただく、持

続化に意欲を持ってもらうというふうにしていくことも非常に重要とい

うことで、それの方に重きを置いた取り組みをしなければなというふう

に思っておるところでございます。定置網でのサケのお話しもございま

したけれども、私も聞けば非常に残念というか、いろんな思いはします

けれども、いずれ今の放流状況で先々来年から確実に戻ってくると、量

が増えてくるという状況でもない、もしかしたら、5 年先 10 年先まで危

ないといったような状況の中においては、今本村や岩手県沖でとれる魚

について、工夫をしてそれを水揚げをしていくというふうな取り組みを

すべきというふうなことをいろんな本県の水産団体というか、水産業振

興に携わる方々からのお聞きをする訳で。確かに秋サケ放流をできない

ような状況にいる中で、それだけをということでも、ますます持続をで

きなくなるし、何とか今とれるものに可能であれば、そういったものが

捕獲できる網に例えば替える取り組みとか、そういったことについては、

できれば先ほどもお話ししたように、議会さんのご理解もいただき、漁
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協さんとも相談をした中で、漁業さんと村で一緒にそういった網への変

更というか改造というか私にも分かりませんけども、そういったものに

はお手伝いをしていけるかなというふうにも思っておりますし。またそ

ういったことに加工業界等も何らかの取り組みができるものであれば、

そういったことには県等との相談をしながら、改善をしてそういったも

のを活用をしていくような取り組みをしていくことへの支援もできれば

なというふうな思いでおります。いずれ今の先の部分、在庫等とかある

いは磯漁業の弱っている部分、そういったものを強めることに取り組み

たいというふうに思いますし、あと、その先は先々の本村の漁業の改革

的に取り組みについて進めていければなという思いでおります。 

4 番大上智議員。 

今の答弁よろしくお願いいたします。 

次に 3 番について再質問いたします。先ほど村長から 3 番の件につい

て 900 万円・100 万円のお話しは伺いますけども、今年度においても、水

産振興費に水産業活性化事業補助金に 1,000 万円計上されており、漁協

においては非常に助かっておることと思います。前回 9 月の決算特別委

員会において同僚議員の質疑に対する村長の答弁の中において、水産振

興にトータルで 1,000 万円の補助をしますからそれについては漁協さん

の方で放流効果なり成果なりを勘案してお使いください的ニュアンスの

補助をしているという答弁だったと記憶しております。確かに長年エゾ

アワビ・エゾバフンウニ、ナマコ等の稚貝購入に利用されているようで

すが、今のところ、それなりの成果が見えてこないのも事実でございま

す。それかといって資源を増やすには、放流は今までどおり続けなけれ

ばならない、このこと漁協の思い村長も共有しているものと思います。

確かに村長におかれましても、それなりの成果・戦略を期待し、求めて

もなかなかそれが見えてこない、忸怩たる思いからの答弁だったと思い

ますが、漁場においても繁殖保護に、毎年 2,000 万円前後かけているの

も事実でございますし、その中において、新たな試みとして、昨年から

始めた試験的増殖場給餌事業だった訳ですが、まだまだはっきり効果を

確信できるところまではいっていないと思いますが、決して負の作用を

するものでないことは確かです。このような漁協のこれからの漁業に対

する新たな試みに対して別枠での補助をすべきだとは思いますが、見解

を伺います。 

柾屋村長。 

お答えをさせていただきます。いずれ今の磯漁業の関係、磯物の関係

でございますけども、どうしても磯焼けのこともあったり、あるいはウ

ニの過密化といったようなことでしょうか、アワビの方に影響があると

いったようなお話しもお聞きをしますので。いずれそれが回復・改善に

向かう取り組みにはこれまでの 1,000 万円と変わらず新年度もそういう

ふうにさせていただきたいというふうに思っておりますけども、その実
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施をしていく中で、私どもにもこの効果が出たと、あるいはこうやれば

確実に出るというのを共有をし合う中で増額等々を漁協さん漁業者の

方々と相談をしていきながら実施をしていければなというふうなことで

ございますので、よろしくご理解をいただきたいと思います。 

4 番大上智議員。 

ありがとうございます。以上で 1番目の質問を終わります。 

次に、4番大上智議員の 2 項目目の「小・中学校の学校教育について」

の質問を許します。 

4 番大上智議員。 

2 番目の質問をさせていただきます。「小・中学校の学校教育について」

でございます。 

先日、小中一貫校施設建設用地庁内検討委員会が開催されたようです

が、前回の議会の一般質問でも、同僚議員が関連の質問をされており、

執行機関、議会ともに、小中一貫教育推進方針の中で、一貫校校舎建設

の遅れが一貫教育を拒むものではないとの考えの下、校舎建設と学校教

育戦略は別問題であり、並行して協議推進すべきものという認識を共有

しておるところでございます。 

そこで、以下についてお伺いします。 

1 番、幼児教育を含めた、村の教育ビジョンをお伺いします。 

2 番、学校校舎建設計画において、サマーレビューや義務教育学校建設

プロジェクトチームの協議のほか、本年 1 月から月 2 回のペースで開催

されてきた建設用地庁内検討委員会での協議が進んでいると思われます

が、公表できる範囲で、現在の建設規模・財政計画等の進捗状況をお伺

いします。 

3 番、学校教育戦略において、小中一貫校か義務教育学校かの選択過程

における進捗状況をお伺いします。 

柾屋村長。 

大上議員の「小・中学校の学校教育について」の質問にお答えをいた

します。 

まずもって、村の教育ビジョンでございますが、学校と地域が一体と

なって活力を生み出しあっていく、「普代型スクール・コミュニティ」構

想の実現を目指しているというものでございます。その構想でございま

すけれども、社会教育や体育等の施設を兼ね備えた学校を、就学前教育

を担う認定子ども園と幼小の一貫連携教育をするという中で、幼は連携、

小中は一貫的な教育ということですが、それを進める中で村民の力ある

いは地域の教育力を生かして学舎融合・協働などを図りながら、村全体

で共有をする人材育成の方針の下での人づくりを進めていくといったよ

うな内容というふうに私理解をしておるところでございます。 

次に、昨年のサマーレビューの関係でのそれ以降の取り組みについて

でございますけれども、まず、私の方でサマーレビューにあげさせてい
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ただいたことにつきましては、これまで災害対応が重なるなどしまして、

必ずしも、順調な協議が進んでいない状況にもあったというふうなこと

で、改めて進捗状況を関係者で確認をして、今後のスケジュールや課題

などを、確認をし合いより着実な推進を期していこうということでサマ

ーレビューにあげさせていただいたというところでございます。そのサ

マーレビューの中では、具体的な課題等についても話し合ってございま

して、用地選定の 3 カ所あがっている訳ですけども、これの比較のあり

方、そして児童生徒の今後の推移、それから社会教育施設の確保のあり

方、そしてお話しが出ております義務教育学校のこと、さらには現在の

小・中学校の耐用年数や利活用限度ラインのこと、そして建設財源をど

ういうふうに確保していくかなどにつきまして、それこそ事務方からレ

クチャーをいただいて、そして意見交換をしたというふうなことになっ

てございます。それが行われた後になりますけども、現在までプロジェ

クトチームの会合が 5 回、それから用地調査、庁内の検討委員会が 4 回

開催をされているといったようなことでございまして、サマーレビュー

において進捗状況等を確認をし合った効果が表れているものかなという

ふうにも思っておるところでもございます。 

そして、そのプロジェクトチームの会合とか、建設検討委員会では用

地選定の段取りのこと、それから各候補地の評価方法、これについて主

に協議をしているところでございまして、現在も鋭意これを進めておる

というふうな状況でございます。ただですね、建設規模や財政計画につ

きましては、概略的な内容ということでのですね、具体的な候補地が決

まらないとその場所によって、例えば何階にするかとか、あるいはどう

いったデザインにするかとか、あるいはどういった建設地がかかるかと

いったようなこと、なかなか計画を策定できないといったような状況に

ございますので、まだお示しをできるような状況のものはないというふ

うなことでございますのでご理解をいただきたいというふうに思いま

す。 

なおですね、7 年前くらいに開催をさせていただいた関係の委員会で

は、構想のさらに構想の段階での概要ということでの説明をさせていた

だいておりますけども、校舎が 2,700 ㎡、それから屋内運動場が 1,000

㎡、そして格技場が 500 ㎡で、総事業費が 20 億 6,000 万円程度かかるの

ではないかなというふうなお話しはさせていただいた経緯があるところ

でございます。そういったことで今現在議員さんご質問の建設規模と財

政計画についてはお許しをいただきたいなということを申し上げまして

答弁とさせていただきます。 

三船教育長。 

それでは、4番大上智議員の私への「学校建設についての進捗状況につ

いて」というご質問にお答えしたいと思います。答弁の中で村長の答弁

とだぶるところがあるかもしれませんが、ご了承いただければというふ
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議  長 

大上智議員 

うに思います。 

本村ではこれまで、建設構想委員会、整備計画策定委員会、施設用地

検討委員会など、さまざまな協議を積み重ねてまいりましたけども、12

月定例議会で令和9年度当初に開校という方針が打ち出されております。

これを受けまして、施設用地検討委員会で最終的に建設予定候補地とし

た 3候補地について、令和 3年 12 月、座長を副村長、副座長を私教育長、

そして総務課長、建設水産課長、財政担当、教育委員会関係をメンバー

に「小中一貫校建設プロジェクトチーム」を、さらには村長を委員長と

して、全課長等を委員とした「普代村小中一貫校施設用地庁内検討委員

会」を令和 4年 1月に立ち上げて検討を進めております。 

議員ご質問である小中一貫校建設と義務教育学校建設どちらかという

進捗状況ですけれども、当初教育委員会では、普代村教育ビジョンで示

したように、小中一貫校の建設に向けて進めてまいりました。しかしプ

ロジェクトチーム、一貫校施設用地庁内検討委員会で協議を重ねる中で、

基本方針でも申し上げましたが、小中一貫校ではなく、平成 28 年度の学

校教育法改正により、現行の小中学校に相当する過程を併せ持ち、義務

教育として行われる普通教育を一貫して施す 9 学年制の学校として新設

された「義務教育学校」が望ましいとの判断で、プロジェクトチームも

用地検討委員会も「小中一貫校」を「義務教育学校」に改め、今後の建

設予定地について検討を進めている段階でございます。 

義務教育学校が望ましいとした主な理由ですけども、当初、普代村教

育ビジョンで進めようとしていた施設一体型小中一貫校は、同じ学校に

小中学校があり、学年は現行の 6・3 制で、職員体制もそれぞれの学校ご

とに職員が配置され、その中で一貫教育を行うというものでございまし

た。それに対しまして、新設された義務教育学校は、学年を 1年生から 9

年生としまして、6・3制のみならず、4・3・2 とか、それから 6・3制で

もいいんですが、さまざまなかたちに、学年制を組めるという、それは

子供たちの発達段階に応じた学年制を組めるというところが大きな特徴

となっているものでございます。 

さらに職員体制につきましても、校長が 1 人、そして複数の副校長、

教職員は基本的に小・中学校両方の免許を所有した職員が配置され、教

科担任制も可能となり、このことにより、より質の高い教育と何よりも 9

年間を見通した「学びの系統性・学びの連続性の保障」ができること、

最たる強みと考えております。 

今後、議員の皆様にも経緯等につきまして説明できる機会をいただき、

住民を含めた検討組織を立ち上げ、住民への説明会等も踏まえまして、

令和 4 年度の早い段階での建設用地の決定を考えたいというふうに思っ

ておりますことお話しさせていただき答弁とさせていただきます。 

4 番大上智議員。 

本来なら 1 つずつじっくり聞きたかったんですけども、ちょっと時間
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もあまりないようなのでまとめて聞きますので、それぞれのご答弁をい

ただければ幸いです。まず第 1 に用地の決定というか、それはいつごろ

を目安に用地が決定されるのかその点を聞きたいです。それから確か前

回の12月定例会の同僚議員の一般質問への教育長の答弁に学校建設を社

会教育施設として利用することも視野に入れ、協議検討するとあったの

ですが、児童生徒の減少傾向予想からの校舎の複合的有効利用の発想だ

と思いますけども、その辺の協議はなされているものか伺います。 

次に、小中一貫校教育において、まず教育ビジョンがあり、それに沿

って一貫教育分野の建設プロジェクトチームと建設分野の建設用地庁内

検討委員会を両立で立ち上げて推進していくものと理解してよろしいか

伺います。それぞれのあれで両立で進むのかという意味です。それから

義務教育学校の件に関して、これは義務教育学校になれば、だぶん教員

も小中学校の免許を持っている方が教員になると思いますけども、その

辺の確保というのは大丈夫なものかその辺を聞きたいです。あと最後に、

令和 6 年度から建設工事スタートでいろいろ準備が大変だとは思います

が、令和 9 年度開校ということでよろしいか伺います。以上です。 

柾屋村長。 

私の方の部分になると思うことを回答をさせていただきますけども、

まず用地の決定はいつかというお話しでしたけれども、先ほどの質問に

もお答えをしましたように、庁内での検討は報告書を成案を作る段階ま

できております。庁内での考え方はややまとまりつつあるといったよう

なことでございます。その後に私どもにこの 3 カ所から選んでください

というご意見をいただいた委員会に戻して村側ではこういうふうな考え

方をしましたよということをいったん報告をさせていただいて、その後

統合教育会議で関係の教育委員さん等とも情報交換をし、そしてその後

議会さんにも情報交換をし、そしてそこでいろんな意見の共有とかいろ

んなすり合わせをした後に教育委員会側で各地域を回ってこれの説明に

あがりたいというふうなことでおります。なお、各地区での説明につい

ては、まだ教育長とも話しをしていないんですけども、プロジェクトチ

ームの会議の中では、旧 4 小学校ですか、それでやるか、それとも各地

域でやるかといったような方向性はまだ出していないというふうなこと

でございます。いずれそういった地域の説明をしていきましょうという

ことまでは決めていないところでございます。 

あと、用地関係と実際の建物関係のこと 2 つの検討委員会というかプ

ロジェクトチームがあるというふうなことでこれはずっと継続していく

かというふうなことをお聞きしましたけれども、これは用地の部分は今

前段お話しした部分でやや固まればメンバーもだぶっているような面も

ありますので、そっちの用地の部分は廃止をして実際の中身、建物の中

身等の部分、あとは進捗をさせていくためのいろんな課題解決の部分の

プロジェクトチームということで一本化していくというふうなことで取
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り組んでできればなというふうなことでおります。あとは少し私には難

しい部分ですので、教育長の方からお答えをさせていただきます。 

三船教育長。 

社会教育施設の関係でございますけども、義務教育学校、基本的には

教育ビジョンでも示しているように、学習の場とか交流の場とか生活の

場というのをコンセプトにしております。学習の場はそのとおりですけ

ども、交流の場につきましては、児童生徒はもちろん教職員・地域の皆

様方がふれあいをできる、そのスペース的には、これはあくまでも私の

勝手なあれですけども、地域の人たちが来るためだけに特定して造るス

ペースではなくて普段児童・生徒が使っているスペースを、地域の皆さ

んが来たときに共有できるようなスペース、交流できるようなスペース、

年に 1 回しか使わないのではなくて、常に使っていながら、地域のみな

さんが来たときにでもそこでいろんなことができるような共有スペース

を造っていきたいなというふうにも思いますし。生活の場としては、防

災対策とかバリアフリー化とか相談室の機能強化とか環境整備といった

ようなことが安全対策についても徹底していければなというふうに考え

ております。あくまで教育ビジョンでも示していますけども、そこに地

域の人が来るための特別な場じゃなくて、今言いましたように、学校自

体を交流の場として使えるような環境づくりにする、施設を造るそうい

った施設の持つ教育力を高めていきたいなというふうに思っておりま

す。 

まず、教職員の配置ですけども、これは当然私達がやる部分ではない

んですが、県の方ではずっと前から普代村がそういった方向に目指して

いるということを考えていてくれていますので、もしそういうふうなこ

とが今から進んでいけば当然前もってそういう教員の配置、基本的に小

中の免許を持った方が配置となるんですが、1 回にはなかなかならない

と思っております。将来的にはそういうことも。あと、全国的に義務教

育学校が増えておりますので、現在のそれぞれの免許保有者の両方の免

許を取るような対策を県の方でも進めておりますので、その辺はたぶん

大丈夫だとは思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

柾屋村長。 

すみません。答弁漏れがあったようでございます。9 年度開校でいい

のかということでございますけども。それに向けて取り組むことで庁内

一致しておりますので、鋭意それに努めたいというふうに思っておりま

す。 

4 番大上智議員。 

先ほどお聞きしたのは両立ということですけども、私のちょっと勘違

いだったかもしれませんけども、私が聞きたかったのは、建設というハ

ードの面と今教育長からもお答えになりましたけども、学校教育の内部

の関係のあれとを両立で進めていっているのですかということを聞きた
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かった訳ですけども。お願いします。 

柾屋村長。 

お答えをします。ハードの部分は、教育委員会側のメンバーも入って

いますけども、それはそれで現在は別でございます。教育の内容とかい

ろんな学年、校長先生のあり方、先生のあり方、うんぬんかんぬんいろ

んな課題については教育委員会側で専門に協議をしているものでござい

ます。両立が今現在はしていけない部分かなと思っております。 

4 番大上智議員。 

以上で 2番目の質問を終わります。 

次に、4番大上智議員の 3 項目目の「普代村人事行政運営等について」

の質問を許します。 

4 番大上智議員。 

3 番目の質問は、「普代村人事行政運営等について」でございます。 

公表されている普代村人事行政の運営等の状況を見て、管内外の民間

企業と比較しますと、諸手当、各種の福利厚生がある意味確実に担保さ

れていることがうかがわれますが、現実の問題として、新任職員の早期

依願退職者が多いところが気にかかるところでございます。 

このことは、従来の職員一人当たりの業務量を増加させ、超過勤務を

せざるを得なくなり、そのことが休職や退職者の増加にもつながりかね

ないと考えることから、以下についてお伺いします。 

1 番、労働基準監督署等の権限は、地方公共団体に及ばないことを踏ま

え、給与に関する条例第 13 条の時間外勤務手当については、どのような

認識・見解をお持ちかお伺いします。 

2 番、年次有給休暇をはじめとする、男女共同参画にも関連する育児休

業、夏季休暇等の使用日数・取得率についての見解をお伺いします。 

3 番、近年の職員の早期の依願退職、心身の故障による休職に対して、

職場環境の改革をどのように講じているか、お伺いします。 

4 番、働き方改革につながる、職場内アンケート調査は実施しているか、

お伺いします。 

柾屋村長。 

大上議員の「人事行政運営等について」の質問にお答えをいたします。 

まずもって、正職員数の推移についてですが、医科・歯科のお医者さ

んを除いて申し上げますと、平成 29 年が 55 人、平成 30 年が 58 人、令

和元年が 58 人、2年が 57 人、3年も 57人というふうになっております。

55 人から 58 人の範囲で増減をしているところでございます。 

議員お話しのとおりですね、早期退職者が多い年は、人事担当課に大

変苦労をかけてまいってございます。例えば、平成 30 年度のように年度

末近くに地元の市役所とか役所にあるいは働きたい団体・会社から内定

が出たといったようなことで、急に 3 人 4 人が退職いたしますと、補充

が間に合わないといったようなことがあったところでも現実にございま
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す。 

そういったことで、議員さん方にも度々ご心配などもおかけしている

こと、この場をお借りしてお詫びも申し上げながら、1 点目の時間外勤務

手当への認識の件からお話しをさせていただきます。 

時間外勤務手当のルールでございますが、正規の勤務時間を超えて勤

務することを命じられた職員が、実際に正規の勤務時間を超えて勤務し

た場合に支給しなければならない手当というふうに承知してございま

す。そのルールの下で適切な対応に努めなければならないというふうに

認識をしてございます。 

偶然にもなりましょうか、昨年の 12 月の課長会議で、同じ案件が協議

に上がりまして、これについて適切な予算対応をしていくことで確認を

し合っておりましたし、新年度の予算査定でも時間外勤務手当に該当す

る、勤務時間数の見える化を進めつつ年度途中での予算の過不足は全体

予算の中で調整を行うことができるようにするといったようなことに取

り組むとともに、新たに他律的業務分と、要するに自分の範ちゅうの中

で業務量を決めたり、あるいはやる時期を決めれない業務も当然ありま

すので、そういったことについては、別枠も設けて対応をしていく予定

ということにもしておるところでございます。 

次に 2 点目の休暇などの件でございますけれども、年次休暇は国から

必ず達成をしろと申しつかっておる年間 5 日は本村の場合クリアしてお

りまして、8.5 日の年間消化というふうな実績となっております。この実

績年々わずかずつですけども、増加をしているということでございます。 

それから夏季休暇の取得状況でございますけれども、1 人 1年に 3日間

付与される訳でございますけれども、昨年の取得状況は、1 人 2.95 日と

いうことで、98.3％が取得をしているというふうなことでございます。

私からは、県等からの要請もあるので、カレンダーにもよりますが、連

続して 3日プラス 2日を加えて 5日休んで、1週間休んでリフレッシュを

するようにといったようなことの要請も職員に対して行っているところ

でございます。 

あと育児休業につきましては、女性は 100％取得というふうになってご

ざいますが、男性がゼロの状況でございますが、先般、取得したらとい

ったような相談がございまして、新年度には男性の取得も出るというふ

うなことでございます。時代の流れでございますので、そういった取り

組みはともに一緒に指導もして取り組んでいきたいというふうに思って

おります。 

次に、3点目の早期退職や病気休職への対応の件でございますけども、

本年度分を含めたこの 5 年間での依願退職者は 10 名となってございま

す。うち 8 名が、結婚それから他の役所あるいは民間転職といったよう

なことでなってございますし。2名が専門医の診断によりまして病気休暇

を取りながら回復に努めましたけれども、復帰に至らず退職というふう
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議  長 

な状況になっているというような状況になっているということでござい

ます。 

病気休暇に至ってしまった職員には、専門医の診断、産業医の診断、

それから衛生管理担当者の聞き取りなど行いまして、一緒になって早い

回復に努めるよう取り組まさせていただいておりますが、その中では、

当然村へいろんな産業医からの要請等もありますので、これにはしっか

りと従って、村も早い復帰を願うように支えるようにしているところで

ございます。 

あと職場内での環境改革といったようなことでございますけども、こ

れは個々のケースによっていろんな違いがありますので、いずれ私ども

は、専門家のお医者さんとか産業医の指示に従うというふうなことで取

り組んで努めておるところでございます。 

それから 4 点目の職場内のアンケート調査の件でございますけども、

職員のストレスチェックというものを年 2 回行っておりますし、その中

での高ストレス者への医大の専門医の相談会は年に 3 回行っておりま

す。そのほかに職員面談、職員に活躍して頑張っていただくための職員

面談を年 2 回課長級が行っておりますので、そのアンケートに類する部

分は、口頭でもペーパーでも改善点などをいつでもお話しできる、あげ

ていただけるといったような状況にあるものかというふうに思っており

ますし、あと産業医や職員組合が一緒になって、職場の環境改善につい

て話し合う機会も設けているというふうなことでございますので、そう

いった機会で足りない部分の職場の回復・改善等には取り組んでいただ

くように、私どももバックアップをしていくというふうにさせていただ

きたいと思っておりますことを申し上げまして、答弁とさせていただき

ます。 

4 番大上智議員。 

時間もあまりないので簡潔にお答えをお願いいただければ幸いでござ

います。まず第 1 についてですが、近年職員の就・退職が多いように見

受けられますが、個々のプライベートの要因だけでなく、例えばせっか

く公務員として住民福祉に貢献しようと就職したのにそれに対する対

価、手当とか休暇等が得られない不満が募り依願退職した事例はなかっ

たのでしょうか、本村では公立学校、教職員に適用されている給特法的

なものを時間外勤務手当に適用しているものか伺います。 

次に、3 番についてですが、早期の依願退職及び精神的休職が日常業

務の行政サービスの低下に少なからず影響をもたらしていると思います

が、その辺のご見解を伺います。 

最後に 4 番についてですが、それなりの台数のパソコン等を導入して

いると思いますが、業務の軽減化は図られているのでしょうか。見解を

伺います。 

柾屋村長。 
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お答えをさせていただきます。対価の件でございますけども、いろん

な面、国の基準に沿うように取り組んでおります。どうしてもいろんな

制度の運用の中で、例えば国とのラスパイレスの比較とかっていえば、

今現在国 100 に対して比較がされる訳ですけども、恐らく 93 か 94 とい

ったようなことでの運用の仕方で食い違った面はありますけども、従前

の 80％前半とかそういった水準ではなく、上がってきているというか改

善がされてきている状況の中でございますので、必要な部分は先ほど言

ったように、職員間でお聞きをしたり職組さんでお聞きをする中で改善

に向かって対応をしていきたいというふうに思っております。 

あとは行政サービスの低下の件ですけども、そういったことがないよ

うに取り組んでいきたいというふうに思っております。1 人で担当する

よりは 3 人 4 人で対応すれば、それは非常にいろんなサービスにもとい

うか、いろんな事態にもいろんな場面にも対応できるといったようなこ

とにもなるんでしょうけれども、それはそれで村の皆さんとともに運営

していく中では適切な人員あるいは適切な取り組みといったことの中で

やっていくべきこともありますので、村は少しご指導もいただきながら、

取り組んでいかせたいというふうに思っておりますので、ご理解をいた

だきたいというふうに思います。 

あとパソコンの関係ですけども、部署部署にもよるのかなというふう

に思っております。改善につながっている部署もあるやに見えますし、

むしろそのことによって大変いろいろなデータをあげなければならなく

て苦労をする、あるいは時間が多くかかっているといったような部分も

見受けられる部署もあるような気がしますので、そこらの部分もやっぱ

り併せて職員組合等から聞いてみた中で対応していきたいというふうに

思っております。 

4 番大上智議員。 

以上で私からの一般質問を終わります。ありがとうございました。 

以上で、4番大上智議員の一般質問を終わります。 

次に、5番古沼和也議員の一般質問を許します。 

5 番古沼和也議員。 

5 番古沼でございます。一般質問をさせていただきます。「日本海溝・

千島海溝での津波を想定した避難について」でございます。 

令和 4年 1 月 16 日、トンガ海底火山の大規模噴火に伴い、日本でも太

平洋側各地に津波注意報が発出され、岩手県においては、午前 0時 15 分

に津波注意報、午前 2時 54 分に津波警報が出されました。 

新聞等の報道によれば、岩手県内では沿岸 12 市町村に対して避難指示

が出され、4万 6,882 人の対象者のうち避難者は 1,855 人の 4％にとどま

っており、本村では、1,393 人の対象者のうち避難者は 2人の 0.1％と報

じられています。Ｂ＆Ｇ駐車場に沢向地区の方が 5 名ほど避難されたと

聞いていますが、それを足しても 0.5％にしかなりません。 
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地震による津波でなかったことや厳冬期の深夜であったことなど、避

難するには最悪の条件であったと思いますが、かなり低い数字であった

と思っております。そこで、以下について伺います。 

①この状況について村長はどのようなお考えか伺います。 

②2020年に内閣府が公表した日本海溝・千島海溝地震の津波想定では、

東日本大震災を上回る浸水想定となっています。そのような大津波が今

回のような最悪の時期と時間で発生した場合を考えると、常日頃の訓練

が大事であると思いますが、ここ 2 年、コロナ感染症の影響もあり、村

の防災訓練も行われておりません。津波を想定した防災訓練の実施が必

要と思いますが、村長のお考えを伺います。 

柾屋村長。 

古沼和也議員の、「日本海溝・千島海溝での津波を想定した避難につい

て」の質問にお答えをいたします。 

議員お話しのとおり、トンガ王国での海底火山大規模噴火の影響によ

る津波では、近隣久慈市になりますけども、1ｍを超える津波が観測をさ

れまして、注意報が警報に替わり、元村・太田名部・沢地区への避難指

示というかたちになりますけども、村内に避難指示を発令をさせていた

だきました。 

その際の避難者は、役場に 2 名、Ｂ＆Ｇ駐車場に 5 名避難したという

ことで、議員お話しの状況ということでございましたし、他市町村も同

様に極めて少人数に止まってしまったというふうなことでございまし

た。その要因といたしましては、議員もお話しのとおり、時間帯や気象

状況もありますし、事前情報で潮位の変化程度と思われる、そういうふ

うに聞かされていたといったこともありますし、何よりも直に地震を感

じない中での発令ということもございました。さらには、実際にテレビ

等を見ている方でも、1ｍを超える部分が非常にごく限られた一部でしか

なかったといったようなこともありまして、まさに危機感を強く感じ難

い状況になってしまって、それが要因でそういった避難の状況になって

しまったのかというふうに私も考えておりますし、そして改善への検討

が必要というふうにも思っておるところでございます。 

次に、津波想定の防災訓練でございますけども、昨年実施予定でござ

いましたけれども、お話しのようにコロナ禍で中止をしております。来

年度も次年度の予算で予定をさせていただいておりますが、内容は特別

点検をコロナの状況で実施できないこと、あるいはコロナが沈静化して

実施することができること等々によってだいぶ防災訓練の内容も変わっ

てまいりますので、消防団本部との協議もしていかなければならない訳

で、確定はできない訳でございますけども、いずれ昨年中止をされた訓

練内容であるといったようなこと、あるいは 30年以内の海溝型地震によ

る津波の発生確率も高くなってきているといったようなことも踏まえ、

そして議員のただ今のご助言等もございますので、これを何とか実施を
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させていただきたいというふうなことで今後協議をしてまいりたいなと

いうふうに思っておりますこと申し上げまして答弁とさせていただきま

す。 

5 番古沼議員。 

ありがとうございます。避難訓練も実施するということですが、今日

の新聞でですね、宮古市の田老地区ですか、夜に避難訓練をしたという

のが載っておりましたが、そういうのも踏まえて実施していただきたい

なと考えております。あと昔と違ってですね、今は情報がいろいろ出て

いる訳ですから、津波が来るということは 1ｍだと思っても 5ｍのものが

来るかも分からないし、10ｍのが来るかも分からない訳で、それをやっ

ぱり個々に判断されてもちょっと災害を招いてしまうのでないのかなと

思います。災害の避難に対する認識がちょっと薄れているんではないの

かなと思います。今度 3 月 11 日に東日本大震災から 11 年目を迎える訳

ですから、高々それで 10 年・11 年の間にちょっと認識が薄れているの

は問題ではないのかなと思います。その認識の点について村長はどのよ

うなお考えか伺います。 

柾屋村長。 

お答えをさせていただきます。夜の宮古市での訓練ですか、新聞を見

て勉強をさせていただきたいというふうに思っております。それからお

話しのございました、津波の高さですか、については東日本大震災のと

きも最初は 3ｍとかそしてどんどん 5ｍ、7ｍ、10ｍとか最後には 20ｍと

いったようなことの経緯だった訳ですけども、やっぱりしっかりとそう

いった情報を受け止めて確実に情報発信をしていく取り組みがやっぱり

必要でないかなというふうに思っておりますし、要援護者ですかそうい

った部分への取り組みと、それから先ほどのような話しが出ましたけれ

ども、低体温症ですか、そういったことへの取り組みも非常に重要とい

うふうなことで、指導を受けておりますので、そういったことも踏まえ

て検討をした中で今年度の防災訓練で生かせればなというふうなことで

思っております。東日本大震災あるいは過去の大きな津波の教訓等々が

風化をしているのではないかというお話しですけども、まさにそういう

状況が散見をされるなというふうなことでおります。そのことがお話し

のありました 1 月 15 日・16 日の避難にも表れているのかなというふう

に思っておりまして、これからしっかり改善等について検討をしていく

ように努めてまいります。 

5 番古沼議員。 

ありがとうございます。あともう 1 つですね、やっぱり高齢の人とか

例えば足が不自由とか近所の人に頼んで、一緒に避難したいけど車がな

いとか、そういう人もいると思うんですよね、そういう人を自治会長さ

んとか行政連絡員さんとか、そういう人を、どこにいるのか分かる訳な

んで、そういう人にも行政のサービスといいますかね、避難できるよう
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に心がけていただきたいと思います。1つ目を終わります。 

答弁はよろしいですか。 

いいです。 

5 番古沼議員の一般質問の途中ですが、昼食のため休憩といたします。

午後 1時再開いたします。                （11：53） 

休憩前に戻り、会議を再開いたします。         （13：00） 

5 番古沼和也議員の 2項目目の質問を許します。 

5 番古沼和也議員。 

2 つ目の質問をさせていただきます。「職員採用試験について」。 

令和 3 年度の職員採用は、当初、上級事務 1 名・社会福祉士 1 名・保

育士 1名の募集でした。 

その後、事務職については、中途の退職や新たな業務の発生等により、

年度途中に上級 2 名、初級 1 名の 3 名を再募集しています。しかし、合

格者がなかったためか、令和 4 年 1 月に上級職 1 名の再々募集が行われ

ています。なお、社会福祉士は採用となっています。 

一方、保育士は採用となりませんでしたが、再募集が行われておりま

せん。幼児教育の大切さについては、これまでもいろいろと協議がされ

てきているところにより重要であると思っております。そこで、以下に

ついて伺います。 

①保育士はなぜ再募集が行われなかったのかお伺いします。 

②2 月に保育士の期限付き任用職員の採用募集が行われていますが、

これは令和 4 年 3 月末に予定されている正職員の退職の補充に伴う採用

なのか伺います。 

③平成 29年 4 月に施行された「看護・介護・保育職の奨学資金貸付制

度」は、学校を卒業するまでの正規の修学年限を超えない期間に月額 6

万円以内で貸し付けを受けられるもので、卒業後 3 年以内に村の施設で

5年間、久慈管内であれば 10 年間看護・介護・保育職の仕事に就けば貸

付資金の返済が全額免除され、修学希望者にとっては大変すばらしい制

度だと思っています。 

今後、村施設での保育士と看護師募集を何名計画しているか伺います。 

柾屋村長。 

古沼議員の、「職員採用試験について」の、質問にお答えをいたします。 

保育士の追加募集の件ですが、子ども園の正職員体制につきましては、

従前からの目標での6名体制といったものを平成28年度に達成をしたと

ころであり、さらに、令和 2 年度からは、令和 3 年度末の定年退職者補

充を踏まえて 7名体制とし、本年度まできていたところでございます。 

そして、令和 4 年度以降についての、教育長との協議では、可能であ

れば、早めにその 7 名体制の維持、あるいは 1 回 6 名体制となったもの

の復活を行うことと相談をしたところでございます。この協議に沿いま

して、本年度の当初募集に 1 名の募集を行ったところということでござ
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います。 

結果といたしまして、1名の応募はありましたが、採用とはならず、一

方で定年退職保育士が、再任用制度に適合をしないために、そのまま離

職も想定されましたが、幸い会計年度任用職員での勤務意向が示された

こともございまして、再募集とはせず、来年度の当初募集で 7 名体制を

期すよう募集をするという方向付けをしたところでございます。 

次に、2 月の保育士の会計年度任用職員の募集でございますが、これに

つきましては、現在、会計年度任用職員で勤務されている方が、更新を

希望しない、いわゆるお辞めになるということだったのでこの会計年度

任用職員分を教育委員会の方で補充募集を行ったところであります。 

次に、看護・介護・保育職の奨学金制度でございますが、これまでの

状況といたしまして、この制度の修了者は、看護 1 名、保育 1 名で、お

二人が村内に居住というか住所を置きまして、そして村外の施設に勤務

をされてございます。また、現在も学校に行っているというか奨学生 2

名ございますけども、看護師 1 名、保育士 1 名が令和 5 年 3 月に養成学

校等を修了する予定というふうなことになってございまして、卒業後の

勤務方向意向など、定期的な報告もいただいておるところでございます。

是非、この事業を活用される方々には、今後さらに必要性が高まってま

いります、医療・介護や保育部門で、活躍をされること期待をしており

ますし。なお、正式ではございませんけれども、担当課には来年度令和 4

年度の奨学資金についての応募をしたいやの問い合わせが 1 件あってい

るというふうな状況にもございます。 

この制度につきましては、普代村に住んで、村内の施設や久慈管内な

どの施設で働く看護師さん、介護士さん、保育士さんを増やしたいとい

うことで、人材の育成や人材の確保の面と併せまして、まち・ひと・し

ごと総合戦略面での若者の村内定住者を増やしていこうといった両面の

効果を狙っての施策でございます。その結果が今少しずつでも、着実な

成果としてできておりますこと、議会さんのお力添えの賜物でもあり、

感謝をさせていただいておるところでございます。 

そして今後の募集計画でございますが、お話ししたように村内だけで

の雇用のみを考えずに、普代村の方々もお世話になっている、久慈管内

などでの施設で働く方も想定をしまして、その方々が普代に住んでいた

だけることを考えて作っている制度ということになりますので、できれ

ば今後も年に 1 名程度くらいの取り組みは、行っていければあるいはい

くべきだなというふうなことで考えさせていただいておりますこと、申

し添えまして答弁とさせていただきます。 

5 番古沼議員。 

ありがとうございます。今の回答だと、普代村に住むというのが前提

ということなんですかね、すみません、お願いします。 

柾屋村長。 
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普代村に住んで、養成を目指した仕事というか、それに久慈管内なり、

宮古方面であれ、いずれ普代から通勤をして働いていただく、普代に住

んでいただいて働いていただける方というふうなことになります。 

5 番古沼議員。 

ありがとうございました。質問を終わります。 

以上で、5番古沼和也議員の一般質問を終わります。 

次に、2番金子泰男議員の一般質問を許します。 

2 番金子泰男議員。 

2 番金子でございます。役場庁舎をはじめとした公共施設の震災対策に

ついて質問をさせていただきます。 

地震、津波、その他災害が発生した場合には、役場庁舎はその対策の

指令本部となる重要な施設であります。また、日中は大勢の職員が勤務

し、住民が訪れる場所でもあります。 

1 点目として、消防関係の施設はもちろん、避難所となっている公共

施設の地震に対する強度は、今現在の基準には適合しているとは思いま

すが、耐震強度はいくらくらいまで耐えられることができるのか伺いま

す。 

また、3.11 の津波被害は、住家をはじめ、公共施設には出なかった訳

ですが、今特にも岩手県沖地震、津波がいつ来てもおかしくないと言わ

れている中にあって、指令本部となる役場庁舎が被災したという想定も

考えて対策を取っておく必要があると思いますが、見解をお伺いいたし

ます。 

2 点目として、災害が起きて一番に困ることは、道路・電気・水道の

ライフラインが止まることである訳ですが、とりわけ村で管理している

水道施設の耐震基準による適合状況はどうであるのか、お伺いをいたし

ます。 

柾屋村長。 

金子泰男議員の、「公共施設の耐震対策について」の質問にお答えをい

たします。 

まず、建設関係の耐震強度についてでございますが、1981 年からの新

耐震基準では、簡単に申しますと震度 5 強程度の中規模地震では損傷が

ないかあるいは軽微であるかと、それから、震度 6 強から 7 に達する大

規模地震でも、倒壊・崩壊しないことといったような基準というふうに

理解をしております。 

お話しのありました、消防・防災関係施設の耐震状況ですが、役場庁

舎、久慈消防署の普代分署、自然休養村管理センター、Ｂ＆Ｇ海洋セン

ター、くろさき荘など基準適合ということになってございます。 

次に、東日本大震災では、マグニチュード 9.0、最大震度 7 でその本

村での震度は 5 強でありましたが、今後においては、日本海溝地震・マ

グニチュード 7.9 程度、それから千島海溝地震・マグニチュード・8.8
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程度以上の地震予測が、国の地震調査委員会においてなされております。 

これらの地震による津波で、仮に普代水門が破堤をした場合は、役場

庁舎が浸水することもあり得ると想定され、細部の被災状況にもよりま

すが、1階のみならず、2階・3階も利用できないことも考えられます。

その場合は、Ｂ＆Ｇ海洋センターへの災対本部の移動を行い、対処して

いくことも想定しておく必要があると議員さんお話しのように考えてお

るところでございます。 

なお、一般行政サービスでございますが、その行政部分の多くの分野

が、長期間にわたりストップをしないようにといったようなことで、住

民基本台帳の関係、戸籍、税、福祉関係、財務、選挙、人事などの毎日

のデータでございますが、これがクラウドシステムによりまして、栃木

県のデータセンターに毎日保管されているところでございます。所用機

器さえ整えて復旧すればサービスをすぐにも復旧させられるというふう

なことて考えさせていただいております。 

次に、水道施設の適合状況ですが、この耐震基準については、水道施

設の技術的基準省令で、施設の耐用年数内の施設で稼働している期間に

おいては、発生する可能性の高い地震に対し、損傷が軽微であって、機

能に重大な影響を及ぼさないことが基準というふうなことになっており

ます。 

本村におきましては、ご案内のように東日本大震災の際にもほとんど

の被害がなかったことから、この基準を満たしているというふうに判断

をしておるところでございますが、順次に施設の改良等行っております

ので、そういった更新の際には、より耐震性を高めていくことに意を用

いた取り組みを行ってまいりまして、ライフラインへの安心の確保に一

層努めてまいりたいというふうに考えさせていただいております。 

また、管路につきましては、石綿のセメント管が全体の 4.1％、約 2,400

ｍ残ってございます。これは可能な限り早めの更新に取り組むことと考

えさせていただいておりますし、その中で耐震管への更新も部分部分進

めてまいりたいというふうに考えておりますこと申し添えまして、答弁

とさせていただきます。 

2 番金子議員。 

ただ今役場庁舎をはじめとした公共施設の震災対策について、村長さ

んよりご答弁をいただきました。地震・津波・その他の災害が発生した

場合はもちろんですが、いろいろな警報あるいは注意報等が発令をされ

た場合におきましては、この役場庁舎は本当の災害の対策本部にあたる

指令本部となる重要な施設である訳でございます。あの東日本大震災で

は、普代水門、太田名部防潮堤のお陰をもちまして、水産関係以外は住

家そして公共施設等には、被害は出なかった訳でございます。これも幸

いなことだなと思っております。しかしながら、大槌町では指令本部と

なる庁舎で当時の正職員と臨時職員、第 3 セクター職員の 2 割にあたる
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40 人が犠牲になった訳でございます。そして町長を含む約 30 人の職員

が役場庁舎の内外で災害対応に従事するさなか津波にのまれた訳でござ

います。普代村も大槌町と似たように対策本部となる役場庁舎が海から

近いと、そして平地でもある、本当にあのような今度東日本大震災クラ

スの 10ｍ・20ｍといった津波が来るときに、役場庁舎に指令本部を置い

ていいのだろうかという私は大きな疑問を持つ訳でございますが、答弁

の中で第 2 の指令本部といったようなことで、Ｂ＆Ｇといったようなお

話しもされました。災害対策本部となる対策本部は、本当にその都度都

度の災害で危険を感じたならばすぐ移動できるような体制にしておかな

ければならないと思います。そしてここに入る、指令を出す村長さんを

はじめとする各担当課長さん方は、安全でなければならない訳でありま

す。安全でなければ村民の安全・命を守ることができないだろうと考え

る訳でございます。今役場と普代分署、どちらもそれなりに災害対策本

部となる施設であります。災害に津波ばかりでなく、災害に応じてその

都度、役場が危ないと思ったら普代分署、あるいは普代分署が危ないと

なったら役場の方に移動する、そういった体制をつくっておかなければ

ならないと思うんです。安全には安全そういった対応策、対策が本当に

必要であると思います。答弁にあったように、私も普代村は高台があり

ます。そして高台にそれなりの立派な公共施設がある訳でございます。

役場がいざ危険だというようなときには、今いろいろな情報等で分かる

訳ですから、すぐ指令本部となる、村長さんをはじめ各担当課長さん方、

移動できるような体制マニュアルを作っておくべきではないのかとこの

ように思います。そして、近年深刻な気象災害が、世界的に本当に増え

てきておる訳でございます。そしてその中で激甚化も進んできている、

私は安全というものに上限はないと思うんです。村民の命を守るために

は、対策本部となる施設が安全で、そして指令を出す方々が安全でなけ

ればならないと思うんです。 

これは政府の地震調査研究推進本部が2022年 1月 1日に出した資料が

ございます。海溝型地震の今後 10 年～30 年以内の地震発生確率という

もので出しておる訳ですが、答弁の中で村長さんも申しましたけれども、

日本海溝沿いの地震である訳ですが、超巨大地震より小さいプレート間

の地震となっておる訳ですが、青森県東方沖および岩手県沖北部の地震

であります。マグニチュードで 7～7.5、ランクは 3 ランクでありますけ

れども、10 年以内が 70％程度、そして 30 年以内が 90％以上の確率で来

るであろうと確率を出しております。また宮城県沖地震、これもマグニ

チュードで 7～7.5、ランクが 3 ランクですが 10 年以内が 50％程度、そ

して 30 年以内が 90％程度の確率であると資料を出しております。ちな

みに当時東北地方太平洋沖地震である訳ですが、これが東日本大震災な

訳ですが、答弁の中で村長さんも申しましたが、そのときのマグニチュ

ードは 9.0 と発表になっております。そして、この地震が発生する直前
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における確率として 10 年以内が 4％～6％、そして 30 年以内が 10％～

20％の本当に低い確率であった訳でございます。にも関わらずあのよう

な 10ｍ・20ｍを超す大津波が東北地方を太平洋沿岸に押し寄せた訳でご

ざいます。今度の 10 年以内・30 年以内の確率も非常に一回り小さいと

いえばいったようなものの、今想定外というような災害ばかり起きてい

る訳ですが、これからは想定外ということはできない、そういった部分

で、安全には安全といったような対策を講じる、そのためには第 2 の指

令本部となる公共施設をマニュアルとして、事前に作っておく、そして

村民の皆さん方にも第 2 の指令本部もここなんだよというような情報等

も出しておく、このことが本当に村民の安全を守ることにつながると思

いますが、再度ここの部分をお聞かせをいただきたい。 

それから 2 点目のライフラインについてご説明・ご答弁がございまし

た。大きな災害が起きて 1 番に困ることは、道路を含めた電気・水道、

生活に関わるライフラインがストップすることであると思っておりま

す。あの東日本大震災を経験して、われわれはいろいろな自治体を見て、

本当にひどい自治体等もあった訳ですが、なかなか救助隊が入ってこれ

ない、なぜ入ってこれないかと、道路等の寸断により、ライフラインの

寸断により入ってこれなかった、そして併せて支援物資等も入ってこな

い、やっぱりわれわれは大きな災害が起きたら、何とか 1 日・2 日はい

ろいろな救助隊が入らなくても自分の命は自分で守るんだといったよう

なそのときに初めて教訓として皆さんが分かったのではないかとこのよ

うに思います。その観点から、水というものさえあれば何とか食料を持

ち寄って救助隊が入る何日かの部分はみんなで命をつなぎとめることが

できるのではないかとこのようにも考える訳でございます。その観点か

ら本家本元の水道の耐震化、安全対策が本当に重要になると思ってござ

います。東日本大震災では、水道施設に被害はなかったと答弁にもあり

ましたが、やっぱり次はどうなるかも分からないと思うんです。何も今

国でも国土強靭化と強く言われている中にございます。そういった観点

から老朽化した配水管はもちろんですが、この各地域の水道施設の耐震

化安全対策を今までも進めている訳ですが、今後においてはスピード感

を持ってこの対策を重視していくこのことが必要であると考える訳です

が、再度この点についてもお聞かせをいただきたいと思います。 

柾屋村長。 

お答えをさせていただきます。津波も含めて、いろいろな災害ですけ

れども、その際ケースケースごとで迅速・柔軟な考えの下に村民をしっ

かり守るという観点で災対本部等の移動についても十分にマニュアル等

を準備をして対応をしていくようにというふうなことでございます。な

お、一層想定を超える災害というのが増えていることも十分認識をしろ

というふうなことでございます。そのような取り組み考え方の下に、村

の災害・防災対策しっかりと努めてまいりたいというふうに思っており
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ます。それから、その際の村民の方々が命を守ったり、健康を維持して

いくための水とか食料、さらにはそれらを含めたライフラインの件でご

ざいますけども、安定的な稼働をしっかりと行うようにというふうなこ

とで、多々ご指導をいただいているものでございます。この点について

も一層水道施設やいろんな施設についての耐震性を高める取り組みを今

一度肝に銘じ、あるいは国の取り組みで道路とかいろんな施設そのよう

に取り組めというふうなことで、補助事業等々も準備をされております

ので、そういったことの活用もしながらしっかりと取り組んでまいりた

いというふうに思っております。以上でございます。 

2 番金子議員。 

ありがとうございます。いずれこれは村も村民もみんな同じ共有して

いる部分だと思います。安全対策といったような部分、たまたま普代村

は東日本大震災の中でもほかの自治体から見ればいろいろな大きな被害

は受けましたけども、そのうちでも軽い方でなかったのかといったよう

な部分がございます。今度来るであろう大津波、その部分に備えて、や

っぱり大槌町のようなこういった大きな人身の災害が出ないこと、これ

が一番だと思うんです。大槌町では人口の 1 割に近い 1,286 人が被災を

しております。こういったことが本当にないように、想定外だったとい

うことが絶対にないようなそういった対策をしていかなければならない

ものだと思います。本当に気象災害、津波ばかりでなく、いろいろな地

球規模の気象災害が多発をしている世の中でございます。そういった部

分に備えるべくいろんな観点で、例えば避難場所等が普代村にも結構あ

る訳ですが、避難倉庫等もやっぱりいろんな場所に備えておかなければ

ならない、やっぱり普代を中心にして置くとなれば、自然災害等があれ

ば津波以外にもある訳ですから、そういった災害に備えることになれば

高台等にもいろんなそういったものも整備しておかなければならないと

思うんです。そういった部分で本当に今後とも今も村として一生懸命防

災対策に取り組んでいる訳ではございますけれども、以上にスピード感

を持って災害対応に備えていっていただきたいなと思います。 

いずれにいたしましても、岩手県沖北部が地震・津波が来ればこの前

のような東日本大震災よりはここに来る津波の高さは大きいのではない

かといったような話しもあります。そういった観点からもやっぱり想定

外を超える想定外とは言われないように安全には安全な対応策・対策を

取っておく必要があると思いますので、今後ともぜひともこの部分は村

民の安全のために取り組んで協力に取り組んで進めていっていただきた

いと思います。この点何かありましたらお願いします。                   

柾屋村長。 

議員さんお話しのとおりの取り組み進めさせていただきたいというふ

うに思っておりますし、その取り組みにご指導等も今後もいただきたい

なというふうに思っております。1 点だけ、議員さんもお話しになりま
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したけれども、今後の津波、これよりも大きいかもしれないということ

も言われてございますけども、そのことも当然気にしておりますし、今

後の地震の震源とそれから津波の根源の場所というのが、東日本大震災

はだいぶ南側というか、下側だったんですけども、日本海溝と千島海溝

沿いは北東あるいは北側にだいぶ向く可能性が、場所からという可能性

がありますので。仮にも私どもは東日本大震災と同じような波が同じ方

向から来て同じ様子で被災するということは考えないで、これまでと違

った方向からで、もしかすれば北を向いている湾、漁港あるいは集落等々

も前回よりは議員さんお話しのように大変な状況も予測されるというこ

とを十分にみんなで考えて対応しなければなというふうに思っておりま

すけども、なかなかもう少しで被害想定が出る状況でございますけども、

そういった機会になっておりましたけども、いつかそういった機会も見

つけて被害想定も出ますので、ぜひそういった部分も説明をして、取り

組みを強化をするようにしてまいりたいなというふうに思っておりま

す。 

2 番金子議員。 

ありがとうございます。もう 1 点聞くところがありましたので、お聞

かせをいただきたいんですが、やっぱり、第 2 避難所となる場所に行く

となれば、例えば大きな災害が来てここは危ないといったような部分で、

例えばＢ＆Ｇに上がるといった場合は、ここの庁舎みたいに防災無線あ

るいは放送機器等が備わっていないと思うんです。村内全域にというこ

とになれば。やっぱり村でもドローンを持っている訳ですが。そのドロ

ーンにスピーカーも載せて皆さんに連絡をするといったようなことも 1

つの防災の大きな部分でないのかなと思いますが、その部分も何とか備

えて対策を取っておいていただきたいと思います。その点も併せて今後

の取り組み方として進めていただきたいと思います。以上 1 点目の質問

を終わらせていただきます。 

2 番金子泰男議員の 2 項目目の一般質問「生活保護者対策について」

の質問を許します。 

2 番金子泰男議員。 

2 点目の質問をさせていただきます。「生活保護者対策について」質問

をいたします。 

人間は誰もが人の世話になりたくない。豊かとはいかなくても自分の

生活は自分で守りたいと念願をし、それぞれ努力をしていると思います。

しかし、いくら努力をしても事情により浮き上がることのできない生活

弱者が出ることも否定し得ない事実であります。 

憲法第 25 条では、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を

営む権利を有する」と高い理念をうたい上げ、これを受けて生活保護法

では、第１条に「生活に困窮するすべての国民に国が最低限度の生活を

保障するとともに、自立を助長する」と規定をされております。このよ
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うに高い理念を掲げ、最低限度の生活を保障しておりますが、それが十

分に機能をしているのかといった観点から質問させていただきます。 

1 点目は、本村の生活保護率は何％で、近隣の市町村と比較してどう

であるのか。また、ここ 10 年間での増減はどうなのかお聞かせください。 

2 点目として、生活弱者を見放すようなことは行われていないとは思

いますが、現時点において生活保護申請はどのくらい出ているのか、村

の実態をお伺いいたします。 

柾屋村長。 

金子議員の、「生活保護者対策について」の質問にお答えをいたします。 

まず、人口 100 人当たりの保護人数の割合、生活保護率でございます

が、本村は独自の試算にはなりますけれども、令和 3 年度で 1.05％・100

人当たりに 1.05 人といったことで推計してございます。この数字は県全

体の保護率と同じ水準でございます。それから久慈市の 1.14％よりは

0.09％低く、あるいは洋野(町)・野田(村)・普代(村)の 3 町村分が出て

いる訳ですけども、やはりこれよりも 0.09％低くなっているという状況

でございます。 

それから 10 年間での増減ということでございましたが、大変申し訳ご

ざいませんが、平成 26年度からの 8 年間分でお許しをいただきたいとい

うふうに思いますけども、県全体は、1.10％から 1.05％に、それから久

慈市は、1.23％から 1.14％に、そして洋野(町)・野田(村)・普代(村)の

3町村分は、1.26％から 1.14％に、それぞれ 0.05％～0.12％の範囲で減

少をしているところであります。 

次に、保護申請の件数等でございますけれども、本年度分は現時点で

普代村は 5 件の申請がされてありまして、3 件が決定と、1件は他の制度

による措置ということになってございますし、残り 1 件は現在振興局に

おきまして近日中にも結果が出る予定での審査を行っておるという状況

でございます。 

ちなみに、近年の村の状況でございますけれども、平成 30年度が 3件

申請がございまして 2 件決定、令和元年度が 1 件申請で 1 件決定、令和

2 年度が 3 件申請で 2 件決定というふうな推移できておりますこと申し

あげまして答弁とさせていただきます。 

2 番金子議員。 

ただ今生活保護者対策についてご答弁をいただきました。本当に誰し

もが、人の世話にならずに本当に大変でも困っても自分の生活は自分で

守りたいとそういったそれぞれ念願をし努力をして働いているものだと

思っております。しかしながら、いろいろな事情によりましてどうにも

できない、そういった生活弱者が出ることも否定しえない事実である訳

でございます。村でもそういった部分で、いろいろと村民に寄り添って

いろいろな相談を受けている訳でございます。例えば人権なんでも相談、

あるいは消費生活相談、行政相談等と、そして地域には各地域に民生委
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員さんという方々が、地域住民の悩みごとあるいは困りごと等といろい

ろな分野で相談を受けているものだと思っております。そして社協さん

でもいろいろな分野で相談を受けている、村全体として本当にいろいろ

村民に寄り添った相談を受けている訳でございます。しかしながら、私

はこの生活保護者、何ともならない、国でも法律として認めているんで

すからこれはこれでいいと思うんです。しかしながら、誰にも話せない、

あるいは相談もできない、そういった方々が本当にこれ以外にいないの

かなというような大きな心配をする訳でございます。今ひとり家庭の家

庭が本当に増えつつ、増えてきている現実がございます。そういった中

でまだひとり家庭でも年金をもらう年にもならない、例えば病気になれ

ば、あるいは健康でなくて働けないといったような状況になればこれは

本当に生活ができないと、本当に大変であるといったような状況になる

訳でございます。そういった方々には村としてどのような対応の仕方が

あるのかなと、そしてまた村としてもいろいろとそういう観点からも訪

問調査等もしているものだと思うんです。調査をしておるとするならば

そういった方々がどのような状況にあるのか、把握をされておりました

らば、この問題いろいろと話せる部分、話せない部分がたくさんあると

思っております。私も聞く部分もなかなか聞けない部分もある訳ですが、

把握をされておるならば、そういった方々に対して、どのような対応を

しておられるのかなといったような部分、そして対応と同時にどのよう

な支援の仕方が村として、生活保護にいく前の村として支援の仕方があ

るのかなと、もし話せる部分がありましたならばお聞かせをいただきた

い。そして、やっぱり普代村は 1,100 世帯くらいですか、そして、人口

が 2,500 人弱、その中で、2,500 人こういう小さな村でやっぱり 1 人で

も、こういった苦しい・大変だという人がなくなるような、そういった

村として何か支援・対応そういうことがないのかどうかお聞かせをいた

だきたいなと思います。よろしくお願いします。 

柾屋村長。 

お答えをさせていただきます。まず前段の部分でございますけども、

議員さんもそのとおりだと思いますけども、いずれわれわれが考えてい

かなければならないのは、早く支援をしようと、そして早く自立をして

いくことに取り組みましょうというのが最も大事だというふうに思って

おります。なってからのことをうんぬんかんぬんよりもならないように

することが大事だというふうに議員さんと同じに思っております。そう

いった観点で、今議員さんの方では、そういったことにならない前の相

談をどうやっているんだというふうなことでのお尋ねだというふうに思

ってございますけども、村の方ではお話しがあったように、民生委員さ

んに動いていただいたり、あるいは社協さん・保健センターさんあるい

は地域包括支援センター、ご案内のように社協さんの場合は、地域を回

る方々が 2 人いますので、そういった方々を含めましてですけども、そ
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ういう方々の情報を基にいろんな会議も定期的に設定をされたり、情報

交換もしている訳でございますので、その中でこういったケースがある、

ここをちょっと留意しなければならないといったようなことを情報交換

をしていくというふうなことに積極的に取り組んでおります。その中で

まず何とか自立に向かって取り組んでいただく方々について、その自立

相談支援事業ということで久慈管内の社協さんで一緒になってやってい

る組織につなぐことにしておりますし、またつなぐ段階でどうしても病

気とか、あるいはいろんなことで就労ができないといったような場合に

は、即というような表現はあれですけども、いずれ生活保護のことにつ

いての検討をするといったようなことで取り組まさせていただいておる

ところでございます。 

あとは何よりも、どうしているかなといったようなことがある場合に

は、それはちょっとその方の意向がどうかに非常に関わってきますので、

それによって少し取り組みが遅いなとか、思われるケースもあるかもし

れませんけども、そういったのは、その方の意向にもよってそこらを十

分に見極めてといったようなことにも時間をかける場合もあります。そ

ういった取り組みをいずれ議員お話しのようにできるだけ支援をする、

あるいは支援をする中でできるだけ自立をするために相談所に連絡を取

ったり、あるいは村の方で振興局と相談をして、生活保護の方にいろい

ろ検討をしたいといったようなことで対応をさせていただいておるとこ

ろでございます。 

2 番金子議員。 

ありがとうございます。いずれ最終的には生活保護といったような部

分には頼らざるを得ない部分も出てくるかとは思いますけれども、やっ

ぱりそういった方々が訪問調査等で分かったならば、村としてここにい

く前に何とか支援、そして支援をしていって自立を何とか促すといった

自立の部分、ただ支援だけというのではなくて、自立ができる部分は自

立をしてもらうと、その部分で多少なりとも対応を取るといったような

ことが必要でないのかなというように思います。私は最終的な結果とし

て生活保護というものは、何も国で定められている、何もこれは遠慮す

ることがなくあれなんですけれども、やっぱり村としてここにいく前に

何とか支援策として、ここにいかないようにするための方法がないんだ

ろうかといったような部分で今質問をさせていただいております。いず

れこういった 2,500 人弱といったような人口の中で、本当に苦しいとい

ったことが 1 人でも隠れていないように、いろいろ皆さんが、村が本当

に村民に寄り添っていろいろな相談も受けている訳ですが、こぼしがな

いように調査等をしていただき支援を今後とも今まで以上なそういう体

制を取っていっていただきたいなというように思います。各地域の民生

委員さん等もいる訳ですからどこに 1 人でこういう方がいるというの

は、分かると思うんです。そういった部分で何とか生活保護にいく前に
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助けることができる部分は助けて自立を促すといったような意味で今後

ともここに力を入れていっていただきたいなと思いますが、その部分で

村長さんから一言もらってこの質問を終わります。 

柾屋村長。 

お答えをさせていただきます。お話しのとおりでございまして、しっ

かりとそういった対応をしてまいりたいというふうに思っております。

どうしてもいよいよとなれば少額部分の資金関係のことにも相談にもお

いでいただけるというふうなことな訳でございまして、村でその資金を

増額を社協にお願いをしたりというのは私も関わってやっていますし、

それから災害等で国からくる部分の額をできるだけ普代に多くとかとい

ったような部分もやっている中で、当然生活困窮につきましては、そこ

らの状況も私なりの立場での確認もしてやる中でいろいろ情報もあれし

たり、もろもろの取り組みもしておるというふうなことでございますの

でそういったことを含めまして取り組んでいきたいなというふうに思っ

ております。お話しのとおりでございます。なお余計な話しをしますけ

ども、コロナ関係から、生活資金から、たすけあいから、現段階漁業関

係でも申込を見てないというふうなことでもあってございまして、もろ

もろの私のそういったいろんな答弁のこともそこらも参酌をしてのいろ

んな支援とかいろんなことも考えさせていただいておることにも改めて

ご理解をいただければというふうに思います。 

（「ありがとうございます。終わります」と金子議員） 

次に、2番金子泰男議員の 3項目目の「耕作放棄地の利活用について」

の一般質問がございますのでお願います。 

2 番金子泰男議員。 

3 点目の質問をさせていただきます。耕作放棄地の活用の問題につい

て、質問をいたします。 

後継者がいない、高齢化などの理由により、耕作放棄した土地が村内

随所に見られるようになっております。このまま放置するならば豊かな

自然と農地が荒れ放題になっていくことは必至である訳ですが、こうし

た休耕地を放棄しておかず、有効活用すべく、ソーラー発電システムを

いろいろな方面に働きかけをし誘致してみてはどうかと考える訳です

が、見解をお伺いいたします。 

柾屋村長。 

金子議員の、「耕作放棄地の利活用について」の質問にお答えをいたし

ます。 

耕作放棄地が増え続けていること、議員お話しのとおり大きな課題で

ございます。そして、増加抑制への取り組みも行ってはきてございます

が、昨年度末の状況で、非農地というふうに判断済みの土地が 25.2ｈａ、

それから荒廃農地となっているものが24.8ｈａというふうなことになっ

ておりまして、私どもの取り組みに効果が上がっているとは言えない状



 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

金子議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

況というふうに思っておるところでございます。 

そして、その荒廃農地などを有効活用すべきこと、そのとおりであり

ますし、現実に農地への太陽光発電施設などの設置もご承知のとおり一

定の範囲で許可されているところでもあり、農地の所有者の個々の取り

組みで必要に応じてその方の考え方で進めていただきたいなというふう

にも思うところでおります。 

また、村としては、農地開発事業などで整備された農地について、再

生困難農地や非農地化された土地が、虫食い状態で混在してしまうこと、

可能な限り避けてまいりたいというふうな考えでもおります。 

村民の皆様の協力によりまして、間もなく農地開発事業、和野山とか

黒崎とか向野場でございますけども、補助金関係法での土地利用の規制

の期間も終わります。それから債務負担支出も令和 7 年度、これもまた

完済ということになります。農地転用等々も可能ということにはなりま

すが、できる限り農地としての利用に努めていただくように取り組んで

もまいりたいというふうに考えておりますし、村の直接の所有地は別と

して、民地についての村での太陽光発電施設の誘致につきましては、現

段階では村は考えておらないということを申し上げまして答弁とさせて

いただきます。 

2 番金子議員。 

ただ今耕作放棄地の活用の問題について村長さんよりご答弁をいただ

きました。この後継者・高齢化問題、農業に関わらずいろんな業種、業

界でも深刻な状況にあるなと思っております。農業に関しましても、本

当に高齢化等の理由によりまして、耕作が放棄されている土地が多々見

受けられるようになっております。そしてこのまま放置をするならば本

当に山林にもならずに荒れ放題の土地になっていくこと、目に見えてい

る訳でございます。そして農地開発事業で整備をされた空き農地等も村

長さんが答弁をされたとおり荒れ放題になっている土地等も見受けられ

るようになっております。このことも答弁をいただきましたが、農地開

発で、農地開発事業の債務、これも令和 7 年で債務が終わるというよう

に聞いております。債務が終われば、土地所有者は手続きさえ踏めば何

でもできるといったような部分でも聞いている訳でございます。本来で

あれば、やっぱり農地は農地として活用すべく農事者を見つけてやって

いただく、このことが本当に最善・ベストだとは思うんです。だがしか

し、今の現実を見ればなかなか農事者を確保といったようなこと、後継

者にということ、非常に厳しい部分がございます。そういった観点から

私は何とか村でもこういった空き農地を活用した大規模なソーラー発電

といったような部分で質問させていただきました。村では 2050 年に二酸

化炭素排出実質ゼロ表明をしておる訳でございます。全国では太陽光発

電や風力発電等に着手している自治体もある訳で、目標を普代村も達成

に向けた具体的な計画も必要であると、その 1 つの対策でもあるのかな
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というように私は思いますけれども、こういった観点からも太陽光発電

あるいは風力といったようなものを普代村にはいろいろな場所がある訳

ですから、そういった部分をいろいろな方面に働きかけをするべきでは

ないのかなというようにも考える訳ですが、その点についてはいかがで

しょうか。 

柾屋村長。 

お答えをさせていただきます。お話しのようにカーボンニュートラル

ですか、そういったことへの取り組みをしなければならないといったよ

うなことでございます。その中で村は村で山林の中で活用ができそうな

場所を 40 町歩・50 町歩といったものをうまく使っていただく提案はな

いですかといったようなことを具体的に呼び掛けもすでにしております

し、それから新年度予算では、そういったことを含めた中で、施政方針

でもお話ししました、各家庭の屋根とか、またそういったものでない大

規模なら大規模なもので考えていきましょうといったようなことを村で

でも計画的なことを策定しておるという取り組みにも進んでいきたいな

というふうなことでございます。ご指摘の取り組みを今後進めてまいる

というふうな、具体的に進めてまいるということになってございますし、

先日も県の方から、国で詳しくは様式等はいろいろありますけども、い

ずれ洋上風力のことについて調査をお願いしたらと、普代村ではどうし

ますかということがあったので、積極的に協力しますよというふうな話

しもさせていただいておるところでございます。そういったことを徐々

に詰めていきながらできればカーボンニュートラルですか、そこのとこ

ろまでには、何らかの取り組みをできていけばいいなというふうなこと

で思っております。ただ課題がですね、送電線の課題がありまして、葛

巻(町)まで何十本ですか、20 本未満ですけども、1 本 1 億円の塔をいく

ら造らなければそこまでいかないといったような課題がありまして、こ

れについて久慈市とかいろんな団体と一緒になって、それは電力とか国

でやるべき取り組みではないかなということで押し付け合っているんで

すけども、なかなか国もいろんな事業もあるのでなかなかＯＫが出ない

といったような状況にもあります。いずれお話しの取り組み必要なこと

でございますし、海の資源のことにも非常に関わってくることでござい

ますので、取り組みさせていただきます。 

2 番金子議員。 

ありがとうございます。いずれただ今の答弁でいろいろな部分でソー

ラー発電とか風力といったようなもの、海上の風力といったようなもの

の話しもございましたが、この取り組み方として 2050 年までにゼロをす

るんだといったような部分もある訳ですから、何とか普代村として普代

村の 1,100 世帯くらいはここで賄えるくらいのそういった発電設備とい

いますか、そういったことを何か災害が来ても、ほかから電気がストッ

プされても、ここで使えるんだよといったような部分で本当に大きな部
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分で考えていっていただければ、今後のいくら小さくてもこれは心配が

ないんだよといったような部分を生かしていけるようなそういう村にし

ていくような取り組みをしていただきたいなと思います。以上で質問を

終わらせていただきます。ありがとうございます。 

以上で、2番金子泰男議員の一般質問を終わります。 

以上で、「一般質問」を終わります。 

ここで、(午後)2 時 25 分まで休憩といたします。     （14：09） 

休憩前に戻り、会議を再開いたします。         （14：25） 

日程第7議案第14号「普代村村税条例の一部を改正する条例について」

を、議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

山田税務出納課長。 

 それではただ今上程されました、議案第 14号につきましてその内容を

ご説明いたします。 

（以下、税務出納課長説明、記載省略） 

提案理由の説明が終わりました。 

これより、質疑を許します。 

ございませんか。 

（なし） 

なければ、質疑を終結いたします。 

直ちに採決を行います。お諮りいたします。 

議案第 14号「普代村村税条例の一部を改正する条例について」は、原

案のとおり決することにご異議ございませんか。 

（異議なし） 

ご異議なしと認めます。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

日程第 8議案第 15 号「普代村個人情報保護条例の一部を改正する条例

について」を、議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

川向総務課長。 

 それでは、議案第 15号についてご説明いたします。 

（以下、総務課長説明、記載省略） 

提案理由の説明が終わりました。 

これより、質疑を許します。 

ございませんか。 

（なし） 

なければ、質疑を終結いたします。 

直ちに採決を行います。お諮りいたします。 

議案第 15 号「普代村個人情報保護条例の一部を改正する条例につい

て」は、原案のとおり決することにご異議ございませんか。 
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（異議なし） 

ご異議なしと認めます。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

次に、日程第 9 報告第 1 号「令和 2 年度その他村道普代茂市線道路災

害復旧工事(1 災 319 号)の変更請負契約に関する専決処分の報告につい

て」を、議題といたします。 

当局の報告を求めます。 

大村建設水産課長。 

それでは、報告第 1号につきましてご説明いたします。 

（以下、建設水産課長報告、記載省略） 

報告が終わりました。 

質問はございますか。 

（なし） 

なければ、以上で報告を終わります。 

日程第 10報告第 2 号「沢漁港漁村再生交付金(北防波堤他)工事の変更

請負契約に関する専決処分の報告について」を、議題といたします。 

当局の報告を求めます。 

大村建設水産課長。 

それでは、報告第 2号についてご説明いたします。 

（以下、建設水産課長報告、記載省略） 

報告が終わりました。 

質問はございませんか。 

3 番大上浩史議員。 

3 番大上でございます。今説明の中ですが、ここの文章を見れば代表取

締役小山茂というふうになっている訳ですが、今の説明と若干違うので

はないのかなと思ったんですが、そこら辺がどういうものだか、再度説

明をお願いします。それから、再三いつも同じことを言っている訳です

が、常に工事の最終辺り、変更今回 230 万円ということですが、しょっ

ちゅうこういう変更というのが、当然工事にはあるとは思いますけども。

それにしても何の工事でも追加工事、追加工事という、やってみなけれ

ば分からないという工事の内容があろうかとは思いますが、その場合は

担当課長で、「うんわかった、じゃあこうしましょう、村長のハンコをく

れ」というようなことで、こういう変更を常時やっているのかどうか、

そこら辺をどういうようないきさつで変更になっているのか教えてくれ

ませんか。 

大村建設水産課長。 

まず 1 点目でございますが、代表取締役社長の氏名については修正の

ものを皆様にお配りさせていただいていたと思うんですが、当初誤って

小山茂氏というかたちでお配りしておりましたが、その後間違いに気が

付きまして、小山和則氏と改めて修正させていただいております。 
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事務局の手違いか、どっちだ。 

それと変更につきましてでございますが、まず工事するにあたっては、

どうしても委託をかけましても、委託の制度基準、大体 5ｍ間隔で断面を

拾ってそれから数量計算をすると、実際の現地はその都度地形が変わり

ますので、まずほぼ間違いなく数量の変更は出てくるものと思っており

ます。まず今回の変更につきましても、現地の方の作業に入って、まず

請負業者さんが測量を細かくかけます。その中で数量がどうしても、施

工して人それぞれで数量の変更はどうしても出てきてしまいます。今回

の変更に関しましては、これは補助事業でございますので、変更の内容

についても、県の審査を受けて、こういった変更がございますというこ

とで、審査で了解をいただいて変更しているものでございます。それを

変更の決裁として、上まで決裁を取ってそれから変更契約というかたち

で進めさせていただいております。 

3 番大上浩史議員。 

この社長名は訂正しましたと、それだけでは済まないと思うんですよ

ね。私はその時期の段階で、これはいつ令和 3 年 8 月には確かに小山茂

だったということであれば、またそれも違うけども、専門家が代表社長

を 1 年前だか 3 年前の社長だ訳ですが、簡単にミスるということは明ら

かにこういう間違いを間違いとしているということは、まったく初歩的

段階だと思うんですが、はい間違えました、はいそれでよろしいですと、

そういう簡単なことでは私はないと思います。そこら辺はどういうふう

に考えますか。あと 1回しか質問権限がないけども。 

大村建設水産課長。 

この件につきましては、誠に議員おっしゃるとおりあってはならない、

代表の名前を間違っているということで、本来であれば私を含め上司で

チェックしなければならなかった訳でございますが、それを安易にチェ

ックを漏らして通してしまったという不測でございます。このようなこ

とがないように、これからもっと厳しくチェックをしていきたいと思い

ます。 

3 番大上浩史議員。 

いずれ間違った分について、簡単なようなことなんだけれども、だが

しかしこういう初歩的なことを間違った、はいごめんなさいで果たして

済むものなのかどうか、そこら辺は私はもう 1回疑問を持ちます。 

それから、これは県の方の了解を得たということですが、この工事の

内容については、県の方が助成で 5 割とか何割とかで関わっている訳な

んですか。そこら辺を聞いて 3回目なので終わりますが。 

いずれ名前を間違ったという、全く私から言わせれば本当に初歩の初

歩だ訳ですよ。初歩の初歩だからこそやはりこれはおかしいんでないか

と思って承服できない内容ですが、今の今でなく議会でも何度かつない

でこの誤りについての関係をもう少し責任を取れというのはおかしいけ
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ども、責任分野ではないが、何らかの説明をしてもらいたいなと、全く

初歩だからこれが、初歩でない本当にちょこっと人間間違いも気違いも

ある訳で、間違いするんだけれども、こういった初歩の初歩の段階で社

長名を間違うということは信じられないですよ、私は。ああそうですか

では私納得できないということで次回でもいいですが、何とか納得でき

る説明をお願いします。3回目ですからこれでやめます。 

大村建設水産課長。 

漁港の国庫補助事業につきましては、県の方で監督指導することにな

っておりまして、全ての設計を当初の段階から補助事業で申請するとこ

ろから全て県の方で確認をするというふうになっておりましたので、当

初設計の方も県の方で審査を受けておりますし、今回の変更についても

県の方で審査を受けなければならないということになっておりました。

それで県の方で、国庫補助ですけども、県の方を通じて 5 割補助として

いただいているということです。 

暫時休憩いたします。                 （14：53） 

休憩前に戻り、会議を再開いたします。         （15：01） 

7 番森田幸一議員。 

ちょっとこの議案について、理由のところに、施工箇所周辺に岩礁や

堆積土があり台船が入れなかったことからうんぬんとありますけども、

これは見積りを会社で作って現場に行ってから最初から見積りを作っ

て、それで入札をする訳ですよね、その際にそういう岩礁や堆積土とい

うのは全然不確定、はるか深くて全然想定できなかったのか、小山組さ

んは、港湾の仕事をやっているスペシャリストというかそういうふうに

私は思っているんですけども、こういう見積りの際の見逃しというか、

素人から見ても、見逃し的なことなような気がするんですけども、こう

いうことはよくあるものなんですか。そしてすんなり県でも村でもこう

いうことはよくあることだからって感じで、簡単に増額の修正をよしと

するものなのか、ちょっとお伺いします。 

7 番議員さん、これは冒頭でも行政側が説明しているように、県事業だ

ために、村がどうのこうのという部分は説明も難しいと思いますけども、

直接担当課長から、説明をさせます。 

 大村建設水産課長。 

まずここの検討の段階では、請負業者の見積りとかそういったのは一

切ございません。あくまでもコンサルの方で設計をする訳でございます。

測量を調査する訳でございますが、今回岩礁というか沖合の方から台船

が入ってくるということで、広範囲に岩礁の細々としたものまでは調査

はしませんので、大体の水深でコンサルの方も工法検討をしまして、沖

合の方から台船が入ってこれるであろうという結論でそういった内容に

なって工事の発注もそれで実際きております。それで請け負った小山組

さんの方で細かく台船が通れるか水深を逐一測って、その段階でちょっ
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と浅くて入ってこれないと岩礁を破壊すれば入ってこれる訳ですけど

も、磯場である岩礁を破壊する訳にはいかないということもあって、陸

上施工の方に切り替えるということで、その内容について県の方からも

承認をいただいているというものでございます。 

一言だけ、議長も先ほど県の工事でうんぬん文句を言うんじゃないと

いうような感じでおっしゃったんですけども、われわれは議案として判

断する訳ですから、この理由も書いてあるから、疑問に思ったことをじ

ゃあ県の方にお伺いして判断する訳ですか。それはそうでないと思うの

で、建設課の方である程度説明をしてくれて普代村議会の議案で私たち

が判断をして良し悪しをするんだと思って質問をしました。 

もう 1 つ、そうするとこれも県が判断をするから、普代村議会は何も

そういうことになくて、賛成反対のことを判断すればいいのかもしれな

いけども、何か自分が素人、お金を払う立場であれば、そんなことも見

逃していて見積っているのかなといったような疑問があったものですか

ら、ちょっとお伺いしました。以上です。終わります。 

7 番議員に申し上げますけども、3 月 1日にあなたは議会運営委員会を

欠席をした。そのときにその説明も受けている訳なんです。議会優先で

来てもらえれば、今のような発言をされる必要はないと思うんです。今

後は議会優先で出席をお願いします。 

ほかに、ございませんか。 

（なし） 

なければ、以上で報告を終わります。 

暫時休憩いたします。                 （15：07） 

休憩前に戻り、会議を再開いたします。         （15：16） 

日程の変更について、お諮りいたします。 

先ほど、議会運営委員会にもお諮りいたしましたが、本日の日程が予

定より早く終了いたしましたので、3 月 8 日に開議予定の日程を本日に

変更したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（異議なし） 

ご異議なしと認め、そのように変更いたします。 

暫時休憩いたします。                 （15：17） 

それでは、休憩前に戻り会議を再開いたします。     （15：18） 

直ちに議事に入ります。ただ今配布いたしました議事日程(第 1号－2)

により進めてまいります。 

日程第 11議案第 8 号「令和 3 年度普代村一般会計補正予算(第 10 号)」

を、議題といたします。 

当局の説明を求めます。 

川向総務課長。 

それでは、ただ今上程されました、議案第 8 号についてご説明いたし

ます。 
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（以下、総務課長説明、記載省略） 

柾屋村長。 

今の一般会計の補正の説明ございましたけれども、その審議をいただ

く前に、商工費におきましてくろさき荘の大幅な赤字に対する補てんの

お願いをしてございます。施政方針でも申し上げましたけれども、この

ような大変多額の一般財源の繰り出しをいただきまして、誠に議員各位

をはじめ、村民の皆様に深くお詫びをする次第でございます。昨年の始

まりごろあまり長くなく、コロナもといったような気持ちも正直あった

中で、その中でも 12 月まで頑張ってきて、12 月までは収入も若干昨年よ

りもよくてきまして、そして年度末までに何とか昨年よりはかなりコロ

ナといえども少なくといったようなことで、試算をしておりましたが、

ご案内のとおり 1月になりましたら、ぴたっと止まってしまいましたし、

当然 1 年間を通じて法事あるいは小さいグループでの飲み会といったよ

うなことでのすべてなくなってしまったというような状況でございまし

た。本当に危機感を持って早めに対応をしたり、あるいはそれなりの対

策も取れればよかったんですけども、これまた、例えば指定管理をやっ

ているような施設ではなく直営施設だといったようなことで、いろんな

国の助成手当等についてもなかなか対応できないでしまったと、そうい

う制度がなかったというような状況にもなって、このように急々の額の

増加そしてお詫びをする次第の結果となってしまったところでございま

す。お詫びを申し上げながら、いずれ何とかこのコロナをくろさき荘の

職員はもとより、村の方でもいろんな指揮系統の改善もしながら、しっ

かりと適正に持っていけるように取り組んでまいりたいというふうなこ

とで思っておりますので、議案の部分、結果はお詫びを申し上げますし、

またその中でご審議ご指導等いただくこともありがたく承るというふう

なことでおりますのでまずもってのお詫びをさせていただきたいという

ふうに思います。大変に申し訳ありませんでした。すみません、以上で

す。 

提案理由の説明が終わりました。 

これより、質疑を許します。 

1 番嵯峨典行議員。 

3 点ばかしお伺いいたします。1 点目が 13 ページふるさと応援基金が

出ている訳ですが、今年度直近で 3 億円を超える寄付金が入ったと聞い

ています。ということは 30％が返戻金になりますので、約 9,000 万円が

返礼品として使われたということですが、その返礼品の中で人気商品ト

ップ 3、例えばウニが 6,000 万円とか大ざっぱに、塩ウニが 1,000 万円

とか、どういったのが人気の返礼品だったのか聞きたいのが 1点と。 

この 9,000 万円の返礼品は、ほぼ村内業者の方々で賄ったのかそのパ

ーセンテージを 9割なのか、100％なのかそれを 1 点お伺いします。 

それから、27ページ黒崎園地改修工事の関係が載っておりますが、く
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ろさき荘の別館を解体したあと、まだそれがそのまま更地になっていて、

以前委員会で産経のときでしたか木を伐採するときにそこらも一緒に視

察をして、将来はここにこうするああするというのをちょっと聞いたん

ですが、まだ全然手を付けていない訳ですが、将来的にはあそこがどう

いうふうになるのか構想というかそれがいつごろできるのか、まだその

ままのかっこうになって、柵もすっかりできていない状態ですので、そ

の点をお伺いします。 

それと、28 ページ土木費の委託料の 320 万円、駅前 5 号線の拡張工事、

これの場所はたぶん今やっているところかなとは思うが、ただ 1 点場所

だけとちょっとした詳細をお伺いします。 

それと、今くろさき荘の関係で、村長が答弁しましたけれども。議長、

ちょっと発言いいですか。関連ですので。 

どうぞ。 

村長は 2,000 万円の赤字を出して申し訳ないと言いましたけれども、

このコロナ禍において、宿泊業・飲食業で独自で黒字を出したところは

ほとんどありません。ほとんど補助金等で収入の 4 割が補助金で賄って

いたと新聞報道で出ておりますので、コロナが収まれば何とかなるので

はないかなと思いますが、国からの補助がない中で私はよく 2,000 万円

で済んだなと逆に私は思っておりますので、最近観光客もポツポツと泊

まってますし、風呂客も青森とか八戸とかいろんなナンバー来ていて、

結構常連客が増えているんですよ、村外の。だからそういった人たち等

のリピーターを何とか引き込んで来年度に頑張るように村長からも職員

の方々を激励してもらいたいと思います。ちょっと余分な話しをしまし

たけれども、質問の方の答えをよろしくお願いいたします。 

森田政策推進室長。 

お答えいたします。1 点目の人気返礼品ということですけども、生ウ

ニで大体 9,000 万円くらい、塩ウニで 4,000 万円くらい、イクラで 3,400

万円、マツタケが 5,000 万円というふうな、これが大きいと思います。 

あと 2 点目の質問でございますけども、返礼品の業者が普代かどうか

ということですよね。 

（「そうそう、地元にお金をという」と嵯峨議員） 

100％普代の業者さんでございます。 

山﨑休養施設管理員。 

それでは、くろさき荘の周辺の上質化の事業の中で予定しております、

令和 4 年度の事業についてご説明をさせていただきたいと思います。く

ろさき荘の入り口にあります、休憩ハウス、今閉館といいますか、トイ

レが使えないように閉めておりますけども、あそこのトイレを撤去して

全体の休憩スペースとして改修すると、それからくろさき荘にいきまし

て、くろさき荘の右側に砂利がございますけども、あそこのところも整

備をしてできれば舗装にして、そのまま下に行ってネダリ、アンモ浦の
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展望台に行く入り口までの途中を舗装にして駐車場までできるかどう

か。それから、ご指摘のあった転落防止の今バリケードがありますけど

も、あれを引き続き設置をすると。それから黒崎シンボル等の方にいき

まして、カリヨンの鐘の付近の整備で手すり、擬木等がありますけども、

あそこに階段・ベンチを設置して、カリヨンの鐘をもうちょっと音のい

いものにすると。あと要望のあった双眼鏡もそこに設置して海の景観を

見たりとか、それから黒埼灯台に下りまして、周りがちょっと土だった

りとか、できればあそこをコンクリート舗装に想定しておりますけども

整備をしたいと、あとは階段がステップ、石が外れたりしているところ

がありますので、あそこら辺も多少修理をしたいと考えております。 

それから黒崎第 2 駐車場から黒埼展望台に向かって低位置照明を 6 基

7 基ありますけども、その続きで展望台の双眼鏡とかがある一番下の部

分までのあそこにも低位置照明を設置して、夜でも一応明かりを取れる

ような整備を考えております。以上でございます。 

大村建設水産課長。 

私の方からは、村道測量設計業務委託料、320 万円の内容でございま

すが、場所につきましては、普代駅前 5 号線でございまして、診療所に

行く通りの拡幅工事の部分と、もう 1 カ所が工事の方は終わりましたけ

ども、白井地区の砂防ダムのところの 2 カ所の分につきまして、これか

ら用地買収等が出てきますので、その買収のための用地測量設計を行う

ものでございます。 

1 番嵯峨議員。 

私は勘違いしておりましたが、今きんちゃん通りをやっているのとこ

ろではなく、大上智さんの家のところを広げるんですか。じゃあ大上智

さんの方が質問すべきことで、人の家の土地のことですので。場所は分

かりました。 

それと、ふるさと納税 100％地元業者、本当にこれを聞いてホッとし

ました。額が額ですので村内の業者は大助かりだと思いますので、さら

に引き続き予算書を見たら、2 億円くらいの予算でしたが、何とか頑張

って今年度並みの実績を残してもらいたいなと思っています。以上です。 

回答はよろしいですか。 

（「いいです」と嵯峨議員） 

ほかに、ございませんか。 

4 番大上智議員。 

3 点お伺いします。17 ページの 2 款総務費の 1 項 6 目 1 節の報酬のと

ころです。普代村総合発展計画審議会、これは金額的なものではないん

ですけども、この名前からまち・ひと・しごと推進会議に名前が変わっ

たとその辺の何で変わったのか、どういうあれでというのの説明を願い

たいと思います。 

あと 2点目として 19ページの2款総務費の1項 12目 12節の委託料の



 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

森田政策推

進室長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

大村建設水

産課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ところですけども、移住者誘致と持続可能な普代村の創出事業の現在の

進捗状況を伺います。しばらくなかなか情報が入ってこないものだから、

どの辺まで順調に進んでいるか、その辺の途中経過というかその辺を今

説明というか、一応評価・成果をご披露願いたいと思います。 

それから、29 ページの 8款土木費、5 項 1目 18 節の補助金のところで

すけども、住宅・建築物耐震改修等事業費補助金 100 万円が皆減であり

ますが、せっかくの補助金が皆減というようなあれで、非常にこれはい

いあれだったために、何で使われなかったのかなというような原因とい

うか要因というか、その辺をご説明願いたいと思います。以上です。 

森田政策推進室長。 

総合発展計画委員からまち・ひと・しごとに変わったということでご

ざいますけども、総合発展計画の委員さんが 10人というメンバーでして

大体身内のメンバーでございます。まち・ひと・しごとの委員さんとい

うのは久慈地区の森林組合さんとか農協さんとか漁協さんとか、幅広く

入っていて、大体 22 人くらいのメンバーですので幅広くご意見をいただ

くということで、まち・ひと・しごと創生審議会の方に切り替えて、そ

っちの方で会議をして、進めている状況を報告してご意見をもらうとい

うような状況でございます。 

2 点目の移住定住の関係なんですけども、今年度進めているのは、ワ

ーケーションの可能性調査と、あとは留村プロモーションというような

計画、そしてあとはテレワークの場所の備品とかを購入して入れており

ます。地方創生テレワークの方では、令和 3 年 12 月 4 日～5 日までで 12

名がそこを利用して普代村を回っておりますし、令和 4 年 1 月 22 日～23

日まで 7 名の方が普代のモニターツアーに来ております。あとはくろさ

き荘の前の喫煙室あとは食堂あとは上の宴会場ですが、そこがワーケー

ションの場所にもなっておりまして、ちょっと今実績の資料をもらって、

すぐ見つけられないんですけども、確か 10人程度は利用しているという

ふうに思っておりました。以上です。 

大村建設水産課長。 

私の方からは住宅・建築物耐震改修等事業費補助金の皆減の内容につ

きましてでございますが、まずこれにつきましては、この上の 12 節委託

料で木造住宅耐震診断士派遣事業業務委託というものもございますが、

ちょっと年度、詳しいことは後でご報告させていただきますが、昭和 54

年と 56 年だと思いますが、それ以前の住宅について倒壊するかどうか耐

震診断をまず耐震診断士派遣事業で行う。その結果で倒壊の恐れがある、

倒壊するという結論が出た場合に、初めて住宅建築耐震改修という補助

を使える訳でございますが。なぜこれが毎回皆減になるかということに

つきましては、この補助の適用できる部分が耐震の強度を上げる部分に

しか補助が適用できないということで、壁を壊すとかそういったいろん

な作業が自己負担が結構増えてくると。100 万円もらうんですが、それ
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以上に住宅の持ち主さんの方に負担がかかってくるということで、なか

なか普代村だけでなく、全県的に伸びてこない状況の内容となっており

ます。 

森田政策推進室長。 

すみません、資料が見つかりましたので。先ほどのくろさき荘の「Ｂ

ＬＵＥ ＢＡＳＥ ＦＵＤＡＩ」というワーケーションの場所ですけども、

村外の 1 日利用の人が 9 名、村外の 2 時間利用の方が 3 名、村内の 1 日

利用の人が 3名、計 15 名になっております。金額は合計で 1 万 5,300 円。 

さっきのモニターツアーは先ほど言ったとおりで、今後の予定見込み

としては、スポット利用に対してＳＮＳを利用して公募の促進に努める

ということでございます。あとは県北振興局の方で洋野町とか野田村と

かでもワーク施設の認知構築を図るための、イベント等を来年度ですけ

ども、企画していると広域的なものを企画しているということでござい

ます。あとは来年度になりますけどもくろさき荘のワークスペースを利

用するノウハウを学ぶ研修会等を実施する予定になっております。以上

です。 

4 番大上智議員。 

今の説明を聞いて、結局最初の普代村総合発展計画審議会、これは身

内というのは職員というような意味だったでしょうか。10名というのは。 

（「違います、村内です」と森田政策推進室長） 

村内。総合発展計画審議会というのは、事業効果検証機関ということ

で、設置されていますよね。それをいろんな村外の人が 22名ですか。そ

の人たちの意見を発展計画に対してのあれを広く意見なり何なりを検証

してもらうということで理解していいのですか。 

それからですね、移住者誘致と持続可能な普代村の創出事業ですけれ

ども、昨年の予算のときの概要書の説明を受ければ、最初からのあれだ

ったんですけども、あくまで第 3 セクターが実施主体となって、それに

付随してゆくゆくは第 3 セクターのあれからやってもらうというかそう

いうふうな説明で今まで来た訳ですけれども、その辺第 3 セクターイコ

ール青の国ということでよろしいか、ちょっとそこら辺を。今のところ

を見れば、青の国との関わりが徐々にそっちの方もやっているのかなと

いうような気がするものですから、そこら辺の説明をお願いします。 

森田政策推進室長。 

議員さんおっしゃるとおり、当初は青の国の人材を確保して、青の国

でゆくゆくは 3 年度以降は青の国でそういうワーケーションの方をやっ

ていく予定でしたけども、ご存じのとおり募集してきたんですけども、

うまくいかなくて、戻ってしまいましたので、当面青の国の方ではそう

いうふうな体制になっていないということで、アースカラーさんの方で

進めていくというかたちで、追々は第 3 セクターの方でそれを請け負っ

て自立してやっていくというのが理想だと思います。以上です。 
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まとめて聞いてください。4番大上智議員。 

とにかく今室長から説明があったように、あくまで第 3 セクター、も

ちろんアースカラーさんを頼りにして、いずれは徐々にというか 3 年間

の計画だったものだから、その辺が 4 年になるかどうかは分からないけ

ども、最初の趣旨というかそれはやっぱり向かっていろんなあれを施策

を練ってもらいたいと思います。その辺をお願いして終わります。以上

です。 

回答は。 

（「いいです」と大上智議員） 

ほかに、ございませんか。 

3 番大上浩史議員。 

3 番大上です。このあれに関係あるかないか、大ざっぱでいいですが、

教育長にお伺いしますが、今コロナが流行って幸いにも学校においては

コロナがまだ発生していないけれども、発生する可能性があると思いま

すが、その場合にコロナの対策室というか、そういう補正をやらなくて

もいいのか、かかっても個人個人の関係だから、金銭的な関係はないと

いう判断なのか、そこら辺もし考えがあったら、お知らせを願いたいと

思います。 

それから村長がいきなり、やっぱりさすが村長だなという思いでいる

訳ですが、このくろさき荘の 2,000 万円の分について冒頭で、そういう

ふうに謝られれば、何も文句のつけようがなくなる訳なんで、いきなり

私もこの 2,000 万円について質問しようと思ったけれども、それ以上で

きないのかなという思いでございます。というのは、本年度は 2,000 万

円の赤字、一般会計からと、これは 3 年度分です。それから 2 年度分も

やっぱり 2,000 万円くらい補填される、やはり 2 年 3 年 4 年コロナの関

係で同僚議員も仕方がないのではとすごく同情するような意見もあった

訳ですが、私は少なくてもいくらコロナであろうとなんであろうと、村

の財産をそれだけ 2,000 万円もの金を投資しなければならないというこ

とは、やはりおかしいんじゃないかと、結果的に、村長が謝るように、

やはりそこら辺の意識はしなきゃならないのではないかなという思いで

す。反面コロナでどうしようもないなというそういう気持ちはあります

けどもね。それで当然お客様が来ない、赤字になるということでの 2,000

万円の赤字に対して、じゃあどういうふうにこの 2,000 万円を 1,000 万

円にするためにはどういうふうな補填をしているのかと、今度は令和 4

年度の分については明日・明後日の分で聞かなければなりませんけども

ね、ただこれは補正の関係ですから終わった 2 年・3 年の関係ですが、

それこそどういうふうにこの赤字の埋め合わせをするためにどういう努

力をしたのかなという意味で質問をさせてもらいますし。何かさっき話

しを聞くというと管理員があれもしないとならないこれもしないとなら

ないって、これは令和 4 年で何かしらくろさき荘にかかる工事を何かや
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るような意見を、話しをしている訳ですが、それだけのことをやる資金

があるのかなという思いで、その分については、後日の令和 4 年度分に

ついての質問をしたいと思います。何はともあれ、先ほどから言ってい

る 2,000 万円の赤字に対して、どのように補填を少なくするために経営

努力をしたのか、そこら辺についての説明をまずお願いしたいというの

が 1点。 

それからですね、10 ページでございますが、村営住宅の三角の 94 万

ですか、どういうことで 94 万円もの三角、補正をしなければならないの

か、それについての説明を。 

それから、11 ページのこれは分からないで聞く訳ですが、1 番上に公

共土木の 1 億 9,200 万円の三角がある訳ですが、これは次年度に繰り越

すために、こういうふうに三角になったのか、そしてその下に 7,100 万

円ある訳ですが、これがどういういきさつなのか、1億9,000万円と7,100

万円との関わりについての説明をお願いします。 

三船教育長。 

新型コロナウイルス感染症の子供たちへの対策ということで、私も普

代村においていつコロナの感染者が出でも不思議はない状況だというふ

うには認識しております。実際に普代の学校の先生がコロナになって 2

月 14 日でしたか、2年生を 1日だけ学級閉鎖イコール学年閉鎖なんです

けども、緊急措置としてそういったこともありますし、今後の対応とい

うことですけども、今までもそうでしたけども、そういった場合には緊

急の校長園長会議を招集しまして、そこでの共通認識、こうなった場合

はどうするかというふうな協議も何回もやってきましたし、あと村で新

型インフルエンザ等対策本部会議というのが今までに 30 回くらい開催

をしております。それは住民福祉課が招集するんですが、もし学校でそ

ういうふうなことができれば私の方からもお願いをして、全庁的な会議

を持ちまして対応も検討しながら進めていくことの方がいいのかなとい

うふうに思っておりますし、新たに今組織を立ち上げることについては

まだ考えてはおりませんが、今後どういうふうになるか、普代村でまん

延防止が、クラスター等が発生した場合、村長部局とも協議をしながら

対応を練っていくと、教育委員会サイドのみならず、全庁を上げて取り

組んでいかなければならないことなんだろうというふうにも考えており

ますし、そういったことも含めて進めていければなというふうに思って

おります。以上です。 

山﨑休養施設管理員。 

今年度のくろさき荘の運営についての回答をさせていただきます。昨

年 2,200 万円ほどの繰り入れ、一般会計から昨年はいただいておりまし

た。今年は 9 月から昨年に引き続き宿泊助成を認めていただいて、4 月

から鋭意宿泊募集を行っておりまして、途中までは 2 年度と比べまして

なかなか順調でございました。そのほかに番屋めしでございますが、昨
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年 2 年度から続けておりますが、海鮮漬け丼だったりとか 3 年度はちゃ

んちゃん焼、あと両方セットにしたスペシャルメニューそういった 3 つ

のコースを設定をして旅行の昼食設定を行っておりまして、予約はたく

さん 2,600 くらいありましたけども、実施はコロナの関係で 400 くらい

にしかできませんでしたが、そのほか宿泊助成につきましても、あとは

岩手県の宿泊助成とかありまして、今年度は今のところ約 1,800 人ほど

の利用になっております。ただ村長がおっしゃったとおり後半の方、軒

並み下がってきておりまして、なかなか宿泊の収入にはつながらなかっ

たところでございますし、あとはビジネス利用につきましても、(平成)30

年ころからと比較しますと大体年間で 5,500 人から 5,200 人くらいの約

4,000 万円前後の収入がずっと推移してきておりまして、宿泊客の中の 7

割くらいを占めてきたと思います。今年度につきましては、2,200 人く

らいなので、3,000 ちょっと下がってると、やはり 2,000 万円を超すよ

うな、通常の売り上げが下がってきて、ビジネス利用が減ってきている

というところの対策ができていなかったところでございます。なかなか

反省といいましても、設定をする宿泊のプランだったりとか、昼食のプ

ラン、それからみちのく潮風トレイルで昨年はトレイルガストロノミー

ということで 5 泊 6 日で 100 人ほどのツアーの補助をもらっての単発の

実施がございますし、あと例年行っております、震災学習の教育旅行、

例えば一戸小学校さんだったりとか、和賀西中学校さんの修学旅行の利

用もございましたし、あとはトヨタ堺さんの民間の震災学習ということ

で、職員組合さんで数名のグループですけども、5・6 回利用していただ

いておりますので、なかなか細かい周知とか利用はないんですけども、

こういったものを続けて少しでも宿泊・売り上げのプラスにつなげてい

きたいと考えております。 

来年につきましても、またこれも確定ではないんですが、7月からの 4

カ月で昼食の利用につきましては、予約の段階ですが約 3,000 ほどあり

ます。これが全てではないんでしょうけども、これが少しでも来てもら

えれば売り上げが確保できるかなというふうに思っております。以上で

す。 

大村建設水産課長。 

まず 10 ページの住宅の減につきましてでございますが、その他住宅に

ついては、芦渡住宅で途中で退居された方がございまして、空き家にな

って募集しても入る人もいなくて、その分の減額になったものでござい

ます。その他住宅につきましては、力持住宅であり黒崎の住宅がこれも

退居されて空き家になった期間がございまして、その分を減額しており

ます。 

次のページの災害復旧に関しまして、1 億 9,257 万 7,000 円につきま

して、これは当初予算額で 5 億円弱の予算額を計上してございます。そ

れに対しましてすでに工事が完了した分、支出実績が繰越予定分も合わ
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せて 3 億 5,000 万円ちょっとということで、内枠で納まったということ

で、1億 9,000 万円ほど不要というか残になったということになります。

同額で歳出の方でも、その分減額をさせていただいております。実績に

よる減ということになります。なぜこんなに 1 億 9,000 万円も余るんだ

という話しになると思いますけども、今回の台風 19 号が縦方向に普代村

については災害の規模が大きすぎるということで、本来であれば 1 カ所

ごとにきちんと測量をしての災害査定を受ける訳ですが、普代村につい

ては、今回の災害査定は簡素化していいという国の通知がございまして、

1 カ所だけ出してそれをただ単純に延長をどんとかけるみたいな感じの

査定を受けておりまして、金額が大きくなっていったということになり

ます。実際積算をして組んだ結果がこのくらい減額となったというもの

でございます。 

その次の下の施越分皆増となってございます。7,100 万円ほどでござ

いますが、この施越というものは、昨年度・令和 2 年度に実施した工事

にかかるものでございますが、仮に査定でこの工事が 1,000 万円だよと

いう査定結果があったとして、実際工事を組んで発注をして、1,000 万

円を超えて 1,300 万円になったとします。そうすると超えた 300 万円に

ついては査定決定額を超える分については、補助をその年では付けませ

んということになります。次の年になって内容がよければ後日補助を付

けますという、これが施越というものになりまして、これが 2 年度にや

った分でそういった査定決定額より上回った、令和 2 年度では単費で払

っておりますが、その分について今回補助が付いてきたというものでご

ざいます。以上です。 

柾屋村長。 

くろさき荘の件、2 問お尋ねだったと思いますけども、課長の方はこ

ういう取り組みをしたというようなことを一生懸命取り組んでいる内容

をお話ししている訳でございますけども、私の方では反省点というかそ

ういったことを若干お話しさせていただきますが、3 年度の目標として、

まず地元の利用をやっぱり復活させないとどうにもならないんだし、地

元の魚とかいろんなあれを利用した取り組みもしなければというふうな

ことで取り組んでいかなければとお願いもしたんですけども、なかなか

やっぱり従業員もコロナなので、例えば法事はくろさき荘にまとまって

来なくても、弁当だけは何とかお寺さんとかに行って渡すように、そう

いうＰＲにもなかなかコロナ関係で行けなかったという、行かなかった

というふうなことで、そこらが行けなかったのが、非常に弱かったのか

なと思って、もう少し積極さを出した方がよかったのかなというふうな

思いで話しをしております。 

それから、外のお客さんについてはインターネットでの申し込みが 6

割であれ 7 割であれ、だからこっちから取りに行かなくても、こっちか

らＰＲしなくてもよいというものではないと、やっぱり前使ってきた人
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とかあれについてお願いをしたり、諸団体については八戸あたりの納税

貯蓄組合とか、いろんな団体を今までも使ってもらっている訳ですけど

も、そういったのには少しでも来てくださいとか、あるいは組合のあれ

じゃなくても泊まりにきてくださいとか、そういったのが少し私も直に

行ってそうやってみるかとしゃべってみるべきだったのかなということ

の反省をしておりますし。 

あともう 1 つ大事なのは、経費の部分、風呂の湯漏れ、あるいは水道

のメーターをくぐってからの漏れといったようなことがあって無駄な経

費というかそういったのが出ているところが、風呂の漏れについては、

米ぬかとかそういったのを風呂ごとに休ませて対応したりして取り組ん

で若干よくなってきたりしているようですけども、そういった無駄な費

用についても少し削減をしていくことまでもしっかりやらなければなと

いったような反省も持っております。いずれ大変な事態ということで認

識をしておりますので、この部分を早急にいろいろ検討を進めていって、

できることをいずれ何でもというふうなかたちで対応していかなければ

今後の部分として大変なことになるなというふうに思っておりましたの

で、しっかり取り組みたいと思っておりました。 

大村建設水産課長。 

すみません、1 カ所説明に誤りがありましたので、訂正をさせていた

だきます。11ページの施越分の説明の内容でございます。施越分がです

ね、査定時において、確認できなかった工事分、これを後々認めると、

土砂崩れであれば、土砂で埋まっていて、中身が確認できない、そうい

った部分があった場合に土砂を撤去したら、その下が剥がれていたとそ

ういった部分については、査定段階では認めないですが、必要な年度の

内容を審査をして認めるというものが施越分になります。以上でござい

ます。 

3 番大上浩史議員。 

そうすれば、この 7,100 万円に対しては、内容的によく分からないが、

助成対象、補助対象の金額なんだということなのか、負担金が 7,000 万

円もまた村として出さなければならないのか、そこら辺が、7,000 万円

についてのあれをもうちょっと教えてもらいたいと思います。1億 9,000

万円の内容については金額があまりにも大きいですけども、そういうこ

とであるということであるならば、どうしようもない訳なので私がとや

かくいうものでもない訳です。 

あと村営住宅に関しては、結果的にはやはり 3 年度もそういうことで

90 万円もながら 100 万円、空になって入ってくると思っていたのが、結

局 100 万円も空になって入ってこないと、もう少しＰＲ不足なのかな、

じゃあ民間が少ない少ないと行っているということを言っていながら、

片方ではそういうふうに空き室が何部屋あるのか、この 100 万円に対し

て、何部屋なのか分かりませんけども、やはりこれも企業努力的な問題
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ではないのかなと。正直言って、普代の地元から言わせれば芦渡まで行

っていいのかと、就職先が久慈(市)で堀内周辺にそういう便利なことで

あればというそういった面もなきにしもあらずな訳ですので、非常にあ

そこは場所的にいかがなものかなということもあるだろうし。あと建設

当時には新しかっただろうけども、今は 20 年も 30 年もたっているもの

だからわざわざあっちまで行っていかがなものかなというふうなことも

あるだろうし、いろいろそういった面においては工夫すべきでないのか

なという思いがありますので、新年度にどういうふうに、予算をこの住

宅の分について査定しているのか、そこら辺を改めて新年度の分につい

ての説明をお願いします。 

それから、くろさき荘の関係の、結果論ですけども私は全然ど素人で

ガラの発想で非常に心苦しい訳ですが、例えば今までの経験で 1 月から

4 月ころまではほとんどお客さんがいないというような時期が長年あっ

たように私記憶している訳ですが、そういった場合においては、それこ

そ休館するとか、休館をすれば今度はお客さんが来ないというようなこ

との問題もあろうかと思うが、いずれのもんにも来ない場合の考え方を

やっていいのか、休館してお客さんが来ない、なおかつそれ以上に今度

は打撃を受けるのか、いろいろ問題があろうかと思うが。いずれそうい

った全ての内容から考えて、いかに赤字をしないかというような考え方

がまずもって必要でないのかなと、2,000 万円といえば簡単なような気

がするけども、年度的に、かつて 10 年くらいで 1 億 7,000 万円を整理整

頓した経緯もあるけども、それは十何年もかかっての 1 億 7,000 万円、

2,000 万円ずつで 10 年で 2 億円という計算になります。 

誰かが前にも言ったんだけども、たまたま久慈の北限閣はすぐに手放

して、何万円だか何 10万円だかで(越戸)きのこ屋に売って、(越戸)きの

こ屋もやったはいいが、赤字だということで、それこそ結果的には青松

に売っていると、3 万円か 5 万円の経費だと思うんですが、それも聞け

ば野田のえぼし荘だって、普代のそれこそくろさき荘だって、こういう

ふうに赤字になれば、片方で本部の方では世の中が厳しいから、せちが

らく、村長の給料も下げろ、副村長の給料も下げろ、よく国会で言う、

片方ではすき焼きを食べているというようなことがかつてはあった訳で

すが。まずもう少しそういった意味での赤字補てんをどうするのか、ま

たこれも余分な話しですが、皆さんご存じのとおり皆さんのおかげで私

監査委員だ訳ですが、その時点において責任者の農林課長とくろさき荘

の支配人を呼んで、どういうふうに経営をしようとしているのかと、責

任分担はどういうふうにしているのかということでの話し合いがなされ

ている訳ですが、やはりこういうふうに 2,000 万円もの赤字のときにそ

れこそ 2 刀流というか二股というか農林課長もやらないとならない、く

ろさき荘の経営もやらないとならない、これで 1 億 7,000 万円が赤字が

ずらっと出た一因もあるんですよ。やはりもしあれであれば担当の責任
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者を、集客するお客さんの責任者・支配人をばんと置いて、集中的にそ

の人は集客の仕事ばっかりするとかなんとか、そいういうことをするべ

きだと私は素人考えで思うんですよ。それをこっちは本部の商工会の関

係もやり、農林漁業もやりとあれもやれと、片方はあれだって、そう簡

単にくろさき荘の経営をできるものでは俺はないと思うんです。今ここ

で思案して誠に山﨑課長には申し訳がないんですが、そこら辺は村長の

くろさき荘の経営指針というか、そこら辺ももう少し別な意味での真剣

な経営方針を立てるべきだと思いますので、ただコロナが原因だからっ

てそれはもちろんそのとおりだけれども、ただここに現実に 2,000 万円

という赤字が発生したということになれば、それなりの思いをしなけれ

ばならないと思います。これ以上は私も、それ以上思っていますので、

何も回答はいりません。以上終わります。 

 大村建設水産課長。 

施越分の 7,100 万円につきましては、令和 2 年度の方で支出の方は、

単独費で支出しておりますので、今年度につきましては、お金が入って

くるだけと、歳入というかたちになります。 

 柾屋村長。 

回答はいいというお話しでしたけれども、大事なことなのでできるだ

け思いをお話しさせていただきますけども、まず私も途中で休んだらい

いかとか、いろんな模索をして議員さんお話しのようなことを考えてき

ましたけれども、結局人件費の仕組みが会計年度任用職員ということで、

出ても出なくても表現は悪いですが、休んでもらっても給料は変わらな

い仕組みになっているといったようなこと、それをストップしたときの、

ほかの施設にある持続化給付金とか、そういったのがないといったので、

悩んで悩んできた中でとうとうストップもできない、あるいはストップ

しても、もしかしたら逆にマイナスになるんでないのか、あるいはスト

ップした方がいいのかどうも試算というかそれが出ないといったような

ことで非常に悩んできましたし。たまたま監査委員さんもおっしゃるよ

うに、前は 1 月とか 3 月まではガラ空きだった訳ですけども、もしかし

たら 2 年くらい前まで復興工事のあんなのも期待できるかなといったの

も頭にしながらやっていて結局こんなことになってしまったというふう

なことでございますので、そこら辺の判断は今後しっかりとしていかな

ければというふうに思っておりました。 

あとは、野田村のこともありますけども、野田村さんは 1,500 万円の

指定管理者に対して 7 年間出すというふうなことを決めている訳ですけ

ども、私は今コロナが終わってからコロナが続いている中で何ぼう出し

ていきましょうとかそういった出していただくような文言のあれをとい

うお願いはできない立場だなというふうな思いでおりました。通常年の

一生懸命の取り組みをやった中で、どうしても例えば年間 500 万円なら

500 万円が出そうだといったようなのであればその範囲の中で前にも議
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論があったように、いろいろな支援策を考えていただくといったような

ことはできるだけお願いできるかとは思うんですけども、今現在ではち

ょっとコロナが続いているあれでどう転ぶか分からない中では、ちょっ

とそのことのお話しもできないなというふうな思いで悩んでいるという

のも一つです。 

それから途中の答弁の中で指揮命令系統について考えたいというふう

な言葉を発しましたけども、それは先ほど大上議員さんが監査委員とし

て、先にいろんなご指導をいただいていることを踏まえての指揮系統を

職員体制が何とか可能であればそういったことを考えたいというふうな

思いでいましたが、これも余分なことですけども、さっきの休憩時間に

入ったときに、入る予定だった職員がまた別な役所に入るという断りの

電話がきたとかということのようでしたので、また苦しくなったなとい

うことで思ってはおりますけども。上の方の職員の総合職の対応で考え

ておりましたので、何とか可能であれば議員さんがお話しがあった部分

をやってみたい、やらなければならないかなというふうな確定ではない

ですけども思いでいたということをご理解をいただければというふうに

思います。 

ほかに、ございませんか。 

9 番正路正敏議員。 

9 番正路でございます。24 ページ感染症対策費の中で、担当課長にお

伺いします。私もちょうど 3 月 1 日に休みまして、森田さんのように怒

られるかもしれませんが、お聞かせ願いたいと。なぜ休んだかというと、

コロナの影響もありまして、家族が濃厚接触者にあたるということで、

休んでおりました。そのときに 25日の夜に電話をいただきまして、検査

まで 3 日半くらい、そしてその後 3 日くらいというようなことで、約 1

週間休みました。やっぱりどうしても、もしも感染した場合に出歩くと

いうのは控えた方がいいのだろうというようなことで休んだ訳ですけど

も、その間というかそういったことに対して、担当課として、コロナに

はなっていない訳ですけども、そういったのまで全体的には把握はして

いるのかしていないのかというのを 1 点聞きたいのですが、そこら辺を

先に、コロナにならないと把握していないのか、そこら辺をお聞かせを

願いたいと思います。 

道下住民福祉課長。 

最近の久慈管内の拡大急増ということになっておりまして、できるだ

け保健所さんとか、近隣の市町村さんとも情報共有を図りながらという

ふうに思っておりましたが、実際のところですね、どなたが感染をする、

濃厚接触である、検査の対象になる、そういったものは、保健所さんの

方からは情報共有ということが図られないというか、そういうことが個

人情報でもあったり、公表されない。非公表とされる部分については、

市町村にも具体的な個人を特定できる、そういった情報は入ってきてい
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ません。ただ万が一、本村で濃厚接触ではなくて、感染者が発生した場

合には、その発生を保健所なり県の方で確定をして、その翌日の午前中

あたりにメール等では連絡があります。場合によっては、電話が来る場

合もあります。ただ、本村については、これまでそういったケースがほ

とんどない状況であります。なかなかこの情報が市町村の担当課の方に

も届かないために右往左往しながらですね、情報を何とか収集しながら、

本部会議でそういった少ない情報を共有をさせていただいて、部署部署

での対策・対応をというところが現実というか、今はそのようにやって

おりました。以上です。 

9 番正路議員。 

私の場合、議員でもありますし、10 件くらい一応電話してこういうこ

とで出れないよというようなことで、皆さんにお知らせもしながら報告

はした訳ですけども、やっぱり共有を個人情報の関係でできないという

ことになれば、そういった中で、休みたくなくても、1 週間陰性になろ

うが陽性になろうが、まずそこまでは、たまたま発生が多かった部分に

あたったかもしれませんけども、やはり何とか掴んでいただきたい。1

週間家で缶詰状態になるということは、食料が非常に不安になる部分が

ありまして、そういったのの観点から情報が分かるのであれば、備蓄用

の食料品であるとか、期限間近なものをある程度拠出できる体制も取れ

るのかなと思いましたが、まず保健所の方からそういったことがないの

であれば、何とも言えませんけども、かかった人がいちいち役場に連絡

する訳でもないでしょうし、そこら辺は今後の課題としてぜひ何とかな

らないものかなというようなこと、また備蓄は出せないのかなというよ

うなこと、ちょっとそこら辺をお願いいたします。 

道下住民福祉課長。 

実は県の対策本部、また振興局単位での地方支部会議に市町村もオン

ラインではありますが、出席をする中で、いろいろこういったですね、

濃厚接触であったりＰＣＲの検査対象であったりとさまざまな市町村の

方からも質問も飛ぶ訳なんですけども、それを具体的に県の方から、振

興局の方から、公表をする、報告をするというような情報が本当に乏し

い訳であります。それで先日も今感染をされた方の入院であったり、宿

泊療養であったり、2月からの宿泊療養から今度自宅待機ということで、

自宅療養に大きく切替わってですね、何千人という方が自宅療養になっ

ています。県におきましては、サポートチームをですね、結成をしまし

てそういった自宅での療養をされている方に物資の配送をですね、して

います。当然に急に自分が感染をするということになりますので、備蓄

等もない、買い物に行ける方もいないとなると、そういう状況を振興局

等が把握をしてサポートチームの中で物資を配送をするというふうにや

っています。そういった部分も増えておりますので、先週末には、「県民

の皆様へのアドバイス」というチラシも配布をさせていただきました。
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どなたもですね、そういう感染のリスクというのはある訳ですので、感

染した際にですね準備等をということで、1 週間程度の備蓄品の用意も

お願いしますというようなチラシを作成をして全戸配布をさせていただ

いたところであります。 

9 番正路議員。 

ありがとうございます。最後に誰もなろうと思ってなる訳ではなくて、

食料の備蓄もそこそこ、今の 1 週間分も買っておくなんていうのはどこ

の家庭でもやっていないとは思いますけども、例えばある程度、今の話

しは感染してうんぬんっていう人がある程度対象になる訳ですけども、

やっぱり 1 週間家にいるということは本当に大変です。そこら辺ももう

一つ県内の保健所なりというところにやってもらって、少し意見は出し

てもらいつつも、ある程度チラシでも何でも個人情報ではありますが、

食料に不安がある方は担当課に電話をくださいとかね、そういったこと

も今後対策として必要なんじゃないのかなというふうに思います。これ

以上はあまり言っても今のことでございますけども、たぶんまた増えて

きて、普代にも感染者が増えるというようなことでなればまた大変なこ

とですので、ぜひそこら辺まで、構築できるようなかたちで今後の対策

に取り組んでいただければなと思いますので、よろしくお願いします。

以上です。 

ほかに、ございませんか。 

（なし） 

なければ質疑を終結いたします。 

直ちに採決を行います。お諮りいたします。 

議案第 8号「令和 3年度普代村一般会計補正予算(第 10 号)」は、原案

のとおり決することに、ご異議ございませんか。 

（異議なし） 

ご異議なしと認めます。 

よって、本案は、原案のとおり可決されました。 

暫時休憩いたします。                 （16：56） 

休憩前に戻り、会議を再開いたします。         （16：56） 

休憩中にも協議いたしましたが、お諮りいたします。 

以上で、本日の日程を終了し、延会といたしたいと思いますが、ご異

議ございませんか。 

（異議なし） 

ご異議なしと認めます。 

よって、本日は、これで延会といたします。 

なお、明日 3月 8日は、午前 10 時開会といたします。ご苦労様でござ

います。 
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